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は し が き 

 

貿易・投資の自由化を自明の目標として形成されてきた国際通商ルールであるが、近年、

人権、環境、経済安全保障という新たな要素が持ち込まれることにより、その妥当基盤を

見直し、再構築を図ることが必要となっている。これらの新潮流は、国際通商ルールの妥

当基盤としての「自由化」に新たな要素を追加し、その見直しを求めることになる。   

しかし、本来調整機能を果たすべき WTO が機能不全を起こす中、貿易・通商ルールに関

して統一されたルール形成はなされておらず、各国・地域の政策に基づくルール形成が先

行している。とりわけ、この度取り上げるテーマは、従来から焦点が当たったものであり

ながら、地政学・地経学の影響を受けやすいものであり、現状の制度がどのようになって

おり、それが従来からの通商ルールと如何に乖離、もしくは浸潤して今日の制度を作って

いるか比較しながら考察することは前例がない。加えて主要国の国内措置を幅広く取り上

げ、その背景と法的効果、そして国際法上の評価を、WTO 協定だけでなく FTA や一般国

際法にも照らして検討することとする。 
 

本報告が関係者皆様方にとってご参考になれば幸いです。 
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要 約 
 

第 1 章 国際経済法と人権の交錯：中核的労働基準・FTA 労働章・ビジネスと人権 

中央学院大学教授、東京大学名誉教授、 
アンダーソン・毛利・友常法律事務所弁護士 

中川 淳司 
 

雇用・労働者保護をめぐって、国際労働機関（ILO）条約とその遵守に関するソフトな

手続が妥当してきたが、これと並行して、通商協定を通じた雇用・労働者保護を目指す社

会条項の動きが展開してきた。そこでは、雇用・労働者保護に関する中核的労働基準の遵

守を通商協定の紛争解決手続と制裁を通じて確保する米国のモデルと、対話を通じた中核

的労働基準の遵守を目指す EU のモデルが存在する。これとは別に、2011 年の「ビジネス

と人権に関する指導原則」を契機として、人権デューディリジェンスを通じた企業の人権

尊重責任を実践する動きが始まり、次第に拡張してきている。中核的労働基準の遵守をめ

ぐって、ILO のソフトな手続、通商協定の社会条項を通じた手続、人権デュー・ディリジ

ェンスを通じた企業の人権尊重責任が併存するのが現状である。 

 
第 2 章 FTA における社会条項の現状－戦略思考の基礎として 

西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 
弁護士 米谷 三以 

 
本稿は、自由貿易協定（FTA）における「社会条項」の変遷と現状を分析し、日本がと

るべき今後の通商戦略を提言している。かつて国際貿易憲章（ITO 憲章）では、公正な労

働基準を含む国内経済適正化と関税削減とは「車の両輪」とされたが、GATT/WTO 体制

下では貿易自由化が優先され、労働問題は所管外とされるに至った。これに対して、WTO

の停滞に伴い急増した FTA では社会条項が注目されている。ILO は、FTA の社会条項を

その強制力に着目して条件型（米国）と推進型（EU）の二つの潮流に分類する。しかし、

EU が近年、実効的な制裁を視野に入れたため米欧の差はなくなりつつあり、「市場アクセ

スの前提」か「経済統合の基礎構築」かを今後の有用な対立軸と考える。日本は、市場ア

クセス重視の姿勢を崩さず、社会条項の導入に消極的であるが、途上国は労働基準等を相

互に高め合う仕組みを導入しつつある。経済安全保障が優先課題となり市場分断の可能性



 

 

が高まっている今日、FTA は単なる輸出拡大の手段ではなく「信頼できるサプライチェー

ンを構築する経済圏の基礎」を構築するツールと捉えるべきであって、ITO の構想に倣い、

労働者保護を人権コスト負担でなく「人的資源の有効活用」と捉え直して域内のガバナン

スを共に向上させる積極的な社会条項の活用が、日本の目指すべき戦略的アップグレード

である。 

 
第 3 章 米中の関税戦争と経済安全保障 

高崎経済大学 
名誉教授 梅島 修  

 

中国の通商政策は中国製造 2025 の重点分野産業を中心とした輸出力に依存し、その貿

易力を基礎として対米対抗策、経済的威圧を行っている。米国は中国の洪水的輸出と貿易

の武器化に対抗する政策を実施し、さらに自国内のサプライチェーンの強靭化を図ってい

る。WTO 改革においても米中は対立している。今後も、両国とも自国の市場規模を背景

として他国に圧力を加えることにより自国の経済利益の安全及び拡大を図るであろう。 

 
第 4 章 ウクライナ戦争をめぐる対ロシア経済制裁と投資協定仲裁 

早稲田大学 社会科学部 
教授 福永 有夏 

 
2022 年 2 月のロシアのウクライナ侵攻以降、日本を含む多くの西側諸国が、ロシアに対

して国連安全保障理事会の決議に基づかない一方的な経済制裁を発動している。 

2024 年ごろから、資産凍結など対ロシア経済制裁の対象となった投資家が、国際投資協

定（IIAs）に基づく仲裁を多数申し立てている。仲裁の多くはウクライナを対象とするが、

西側諸国を被申立人とするものもある。これらの紛争はいずれも仲裁廷に係属中であるが、

経済制裁そのものの違法性よりも特定の投資家を制裁対象とすることなどの違法性を問題

としている。仲裁では、違法な収用や公正衡平待遇義務違反の有無が主要な争点になると

予想される。 

 

  



 

 

第 5 章 法の変動期におけるトランプ関税の位置 

長崎県立大学 国際社会学部  
准教授  平見 健太 

 
トランプ関税は、その一方的かつ恣意的な内容により国際法上のルールに違反すること

が明白である。にもかかわらず、当の米国が関連ルールとの整合性を顧慮していないばか

りか、多くの貿易相手国も、同関税の違法性を問うよりも、交渉を通じて政治的な解決を

模索したり、報復関税などの手段で応酬することで何らかの妥協点を見出そうとしている。

トランプ関税をめぐる以上のような諸国の動向を、国際法上どのように理解すればよいか。

本稿は、トランプ関税に関する動向を動的紛争論の枠組みで捉え直すことにより、同関税

政策が、通商秩序の在り方をめぐる動的紛争の契機として機能していることを示す。 

 
第 6 章 国際通商と先住民例外：米墨 GM トウモロコシ紛争が示す課題 

静岡県立大学 国際関係学部 
准教授  石川 義道 

 
本稿は、USMCA 第 32.5条が定める先住民例外を、米墨 GMトウモロコシ紛争を素材に

再検討するものである。同条項は CPTPP と比べて、先住民保護を名目とした規制を広く

容認する。しかしながら、メキシコによる輸入制限は、先住民保護を掲げながらも、国内

の主食価格の高騰を招き、貧困層である先住民を経済的に困窮させるという逆説的状況を

生んでいる。そこで先住民保護の対象を、CPTPP のような先住民に「より有利な待遇を

与える」措置に限定するアプローチが望ましいとの提言を行う。 
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第 1 章 国際経済法と人権の交錯： 
中核的労働基準・FTA 労働章・ビジネスと人権 

中央学院大学教授、東京大学名誉教授、 

アンダーソン・毛利・友常法律事務所弁護士 

中川 淳司 

第 1 節 はじめに 

国際経済法と人権保護は別個の法領域であり、両者の交錯（と調整）が論じられること

は少ない。卑近な例を挙げれば、日本において国際経済法を取り扱う学会（日本国際経済

法学会、1991 年設立）と国際人権法を取り扱う学会（国際人権法学会、1988 年設立）は

別個の学会として設立され、活動を続けてきており、両学会の交流は皆無に等しい。日本

国際経済法学会のこれまでの研究大会を振り返っても、国際経済法と人権に関連するテー

マを扱った研究報告はわずか 1 本しか行われていない（注 1）。国際人権法学会の研究大会で

国際経済法との関連が取り上げられた研究報告は皆無である（注 2）。 

しかしながら、現実世界では、国際経済法と人権保護は古くから交錯する法領域であっ

た。古くは、19 世紀初頭にイギリス議会は本国とアフリカ・西インド諸島間で行われてい

た奴隷貿易を禁止した（注 3）。奴隷という「商品」の国際取引の禁止はその後 19 世紀を通

じて国際経済法の重要なテーマとなってきた。その背後に、キリスト教の人道主義と奴隷

の人権尊重の裏付けがあったことは言うまでもない。また、19 世紀後半、産業革命が進む

中で、欧州各国の工場労働者の労働条件の格差が生じ、この結果、労働条件の高い国から

低い国への工場の移転・空洞化が起きてしまうことを危惧して、労働条件格差是正の動き

が始まり、1919 年の国際労働機関（ILO）の設立につながった。今日まで続く社会条項

（social clause）の議論の始まりである。社会条項は、「国際協定や国内法で貿易自由化や

開発援助供与の要件として労働に関連する規定を置くこと」と定義される（注 4）。人権とし

ての雇用・労働者保護を貿易自由化や特恵関税供与の条件とするものであり、国際経済法

と人権が交錯する。 

本論文は、雇用・労働者保護と国際経済法の交錯の歴史的展開を辿り、その今日的な意

義と今後の見通しを考察することで、国際経済法と人権の交錯の一側面を明らかにする。



 

2 

そこではまず、ILO が発足以来、雇用・労働者保護に関する国際基準の形成に取り組んで

きたことを振り返る。それと同時に、この ILO プロセスと並行して、貿易協定に雇用・労

働者保護の要件を取り込もうとする社会条項の動きが見られ、今日に至っていること、そ

して、最近になって「ビジネスと人権」という名の下に、企業に直接サプライチェーンに

おける人権、特に雇用・労働者保護を求める動きが次第に拡大・浸透してきていることを

見る。 

雇用・労働者保護と国際経済法は、WTO 発足間もない 1996 年のシンガポール閣僚会議

で再び交錯した。シンガポール閣僚宣言は、「我々は、国際的に承認された中心的な労働

基準を遵守する決意を新たにする。ILO は、これらの基準を設定し、取り扱う権限のある

機関であり、また、我々は、これらの基準を促進する ILO の作業に対する支持を確認す

る。」（注 5）と述べて、WTO に社会条項を取り込もうとする動きを拒絶し、この問題を ILO

に送致した。    

これを承けて、ILO は 1998 年に「労働における基本的原則及び権利に関する ILO 宣言」

（以下「1998年 ILO宣言」）を採択し、いわゆる中核的労働基準（core labor standards）

の遵守を全ての ILO 加盟国に求めるに至った。ILO は 1998 年 ILO 宣言の実施状況をフォ

ローアップする手続を設けたが、その後の米国および EU の自由貿易協定（FTA）/経済連

携協定（EPA）は、労働章ないし貿易と持続可能性章に 1998 年 ILO 宣言を取り込み、そ

の遵守を協定上の義務とした。社会条項の復活である。 

以上の動きとは別に、1970 年代以来、多国籍企業による人権侵害の防止と統制に取り組

んできた国際連合は、紆余曲折を経て 2011 年に「ビジネスと人権に関する指導原則」（以

下「国連指導原則」）を世に問うに至った。それ以降、国連指導原則に準拠して、企業の

サプライチェーンにおける人権尊重をモニターし、人権への負の影響を察知した場合は是

正措置を講じる、人権デュー・ディリジェンス（以下「人権 DD」）を実行する企業が次第

に増加しており、欧州を中心に人権 DD を企業に義務付ける動きが生まれている。 

以下では、以上の動きを振り返り、雇用・労働者保護と国際経済法の交錯の軌跡を辿る。

第 2 節では、ILO が 1998 年 ILO 宣言で中核的労働基準の概念を定式化するまでの経緯を

振り返る。第 3節では、FTA/EPA の労働章・貿易と持続可能性章における雇用・労働者保

護の規定とその遵守確保のメカニズムを検討する。第 4 節では、「ビジネスと人権」をめぐ

る動きを取り上げ、そこでは雇用・労働者保護が中核的な人権として位置付けられ、企業

がその実現に直接の責任を負うようになっていることを確認する。最後に、第 5 節で雇
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用・労働者保護と国際経済法の交錯の今後の見通しと日本がとるべき方針について考察す

る。 

第 2 節 中核的労働基準 

ILO憲章は前文で、「いずれかの国が人道的な労働条件を採用しないことは、自国におけ

る労働条件の改善を希望する他の国の障害となるから」と述べて（注 6）、国による労働条件

の違いが貿易・投資を歪曲するリスクに触れた。社会条項の発想の表れと理解できる。

1944年のフィラデルフィア宣言は、ILOの目的として、雇用・労働者保護に関わる以下の

項目への取組みを挙げた。 

 

(a) 完全雇用及び生活水準の向上 

(b) 熟練及び技能を最大限度に提供する満足を得ることができ、且つ、一般の福祉に最大の貢

献をすることができる職業への労働者の雇用 

(c) この目的を達成する手段として、及びすべての関係者に対する充分な保障の下に、訓練の

ための便宜並びに雇用及び定住を目的とする移民を含む労働者の移動のための便宜を供与

すること 

(d) 賃金及び所得並びに労働時間及び他の労働条件に関する政策ですべての者に進歩の成果の

公正な分配を保障し、且つ、最低生活賃金による保護を必要とするすべての被用者にこの

賃金を保障することを意図するもの 

(e) 団体交渉権の実効的な承認、生産能率の不断の改善に関する経営と労働の協力並びに社会

的及び経済的措置の準備及び適用に関する労働者と使用者の協力 

(f) 基本収入を与えて保護する必要のあるすべての者にこの収入を与えるように社会保障措置

を拡張し、且つ、広範な医療給付を拡張すること 

(g) すべての職業における労働者の生命及び健康の充分な保護 

(h) 児童の福祉及び母性の保護のための措置 

(i) 充分な栄養、住居並びにレクリエーション及び文化施設の提供 

(j) 教育及び職業における機会均等の保障（注 7） 

 

ILO は発足した 1919年に労働時間（工業）、失業、母性保護を初めとする 6 本の ILO条

約を採択した。以後、今日までに 191 本の ILO 条約と 6 本の議定書を採択している（廃止
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または撤回されたものを含む）（注 8）。 

ILO 条約は、採択後ただちに加盟国を拘束するものではない。加盟国は ILO 条約を批准

することで条約の実施を義務付けられることになる。批准するかどうかは加盟国の意思に

委ねられている。 

ILO 条約採択後に加盟国がとるべき措置について、次の手続が設けられている（ILO 憲

章第 19 条 5 項）。それによると、採択された条約は、批准のために全加盟国に送付される

（同項（a））。加盟国は、ILO条約を採択後 1年以内に、または例外的な事情のためにそれ

が不可能な場合はできるだけ速やかに、かつ、いかなる場合にも採択後 18か月以内に、権

限ある国内機関に提出する（同項（b））。当該機関が同意すれば、条約の正式の批准を事

務局長に通知する。同意が得られなかった場合は、条約の対象事項に関する自国の法令・

慣行の現況を定期的に国際労働事務局長に報告するが、それ以外の義務を負わない（同項

（e））。 

加盟国が批准した条約の遵守確保の手続は次の通りである。加盟国は、批准した条約の

国内実施状況に関する年次報告を国際労働事務局に提出する（第 22 条）。加盟国が当該条

約の実効的な遵守を確保していないことを使用者または労働者団体が国際労働事務局に申

し立てた場合、理事会は、この申し立てを当該国政府に通知し、かつ、この事項について

適当と認める弁明（statement）をするよう勧誘する（invite）ことができる（第 24 条）。

弁明が行われず、あるいは満足のゆく弁明が行われなかった場合、理事会は当該申し立て

及び弁明を公表する権利を持つ（第 25 条）。加盟国が批准した条約を実行的に遵守してい

ないと判断する他の加盟国は不遵守の申し立てをすることができる（第 26 条 1 項）。申し

立てに基づいて、政・労・使の三者の代表で構成される審査委員会（Commission of 

Inquiry）が審査し（第 27条）、勧告を含む審査結果の報告書を作成する（第 28条）。国際

労働事務局長は、審査委員会報告書を理事会及び関係国に送付する（第 29 条 1 項）。関係

国は報告書の勧告を受諾するか否かを 3 か月以内に国際労働事務局長に通告する。勧告を

受諾した当該国は、自国が当該 ILO 条約を遵守していることを総会に報告し、審査委員会

にその検証を求めることができる（第 34 条）。勧告を受諾しない場合、当該国は事案を国

際司法裁判所に付託することができる（同 2 項）。国際司法裁判所は、勧告を承認するか、

修正するか否認するかを判断する。この判断は終局的である（第 31 条）。審査委員会の勧

告あるいは国際司法裁判所の判断に従わない場合、理事会は当該国に対して適切な措置を

とるよう総会に勧告することができる（第 33 条）。 
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ILO 条約の採択から批准後の遵守確保に至る以上の手続には、ILO 条約の批准促進と遵

守確保の観点からみて 2 つの限界があった。第一に、加盟国は ILO 条約の批准を義務付け

られない。批准するかどうかは加盟国の意思に委ねられている。批准しない場合、加盟国

はその理由を説明することが求められるが、それ以上の義務は負わない。第二に、批准し

た条約の遵守確保のための一連の手続が発動されたとしても、審査委員会の報告書であれ

国際司法裁判所の判断であれ、勧告としての効力しかなく、不遵守に対する罰則も存在し

ない。その意味で、ILO 条約の一連の手続には、ILO 条約が定立する雇用・労働者保護の

国際基準の実現という観点からは大きな限界があった。 

この点を不服として、先進国、特に米国は、GATT の場で雇用・労働者保護と貿易制裁

をリンクさせる社会条項の挿入を何度も提案してきた（注 9）。しかし、GATT の紛争解決手

続で雇用・労働者保護を強制されることを警戒する開発途上国の強い抵抗を受けて、この

ような試みはいずれも失敗に終わった。 

設立当初の WTO において、米国は再び社会条項の WTO への取り込みを試みた。WTO

の下で実施される最初の多角的貿易交渉のテーマが検討された第 1 回シンガポール閣僚会

議で、米国は社会条項を交渉テーマに含めることを主張し、フランスその他の先進加盟国

がこれに同調した。しかし、途上加盟国の多数（そして、英国も）はこれに反対した。両

陣営の妥協の産物が、先に引用したシンガポール閣僚宣言の一節である。宣言は、WTO

の公式文書で初めて労働基準に言及した。しかし、それと同時に、労働基準を扱うのは

ILO であり、WTO が社会条項を取り扱うことは否定した。宣言は、WTO がこの問題を取

り上げるという方途を将来にわたって閉ざしたとまでは言えないが、この問題の取り扱い

はひとまずは ILO に委ねられたのである。（注 10） 

実際、宣言は、ILO が社会条項の問題を取り上げることを促す触媒（catalyst）として

作用した（注 11）。1998 年の ILO 総会は、「労働における基本的原則及び権利に関する ILO

宣言とそのフォローアップ」（以下「ILO 宣言」）（注 12）を採択した。ILO 加盟国は、労働に

おける 4 つの基本的原則及び権利（結社の自由及び団体交渉権の効果的な承認、強制労働

の廃止、児童労働の撤廃、雇用及び職業における差別の排除）（これを ILO は「中核的労

働基準（core labor standards）」と名付けた（注 13））の尊重、促進、実現に向けた義務を負

い、対応する 8 つの ILO 条約（基本的 ILO 条約）（注 14）を未批准の場合でも、これらの原

則の推進に向けて努めるべきとし、ILOはそのための支援を提供することとした。2022年

の ILO 総会は、中核的労働基準に「安全で健康的な労働環境」を追加した。これにより、
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中核的労働基準は 5、対応する基本的 ILO 条約は 10 となった（注 15）。 

ILO 宣言は、加盟国による宣言の実施をモニターし、支援するため、2 つのフォローア

ップの手続を設けた（注 16）。第一に、未批准の条約に関する年次フォローアップの手続、第

二に、特定の中核的労働基準に関するグローバル・フォローアップの手続である。年次フォ

ローアップでは、基本的 ILO条約を批准していない加盟国に、批准に向けた活動や関連する

国内法令・慣行の状況を毎年報告させ、これを理事会が審査する（注 17）。グローバル・フォ

ローアップでは、前年までの国際労働基準のグローバルな実施状況を国際労働事務局長が調

査して報告書をまとめ、ILO 総会に提出する。ILO 総会は報告書を吟味して、理事会の合意

を受けて今後の中核的労働基準のグローバルな実施を向上させるための戦略について合意す

る。戦略には、未批准国への技術支援の優先順位付けと活動計画が含まれる（注 18）。 

ILO 宣言は、中核的労働基準のグローバルな実現に向けた第一歩を踏み出した。とはい

え、その効果は限定的であることに注意する必要がある。年次フォローアップは未批准国

に年次報告を求める点で、批准に向けた圧力として作用するだろうが、これは批准を法的

に強制するものではない。グローバル・フォローアップにより未批准国への技術支援が提

供されるが、これは批准に向けたソフトな支援と位置付けられる。ILO 宣言を通じた ILO

による中核的労働基準のグローバルな実現プロセスは、依然として、従来からの ILO のソ

フトなアプローチに沿ったものであった（注 19）。 

第 3 節 FTA/EPA 労働章・貿易と持続可能性章 

  1996 年のシンガポール閣僚宣言により、社会条項をめぐる議論は WTO から ILO に移

され、1998 年の ILO 宣言は、中核的労働基準をグローバルスタンダードと位置付け、そ

の遵守を全て加盟国に求めるという方法で、この問題に一応の結論を下した。ただし、

ILO 宣言の履行確保で採用されたのは、ILO の従来からのソフトなアプローチであり、中

核的労働基準の法的な義務付けは採用されなかった。これを不満とする米国は、自国が締

結する自由貿易協定（FTA）で中核的労働基準の遵守を締約国に義務付け、義務違反に対

しては制裁を加えるという方策をとるようになった。社会条項の復活である。 

米国のアプローチの嚆矢となったのは、1994 年に発効した北米自由貿易協定（NAFTA）

の労働に関する附属協定（Side Agreement）である北米労働協力協定（NAAEC）（注 20）で

ある。この協定は、正確には中核的労働基準の遵守を締約国に義務付けるものではない。
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協定が NAFTA 締約国に義務付けるのは、安全で健康的な職場環境、児童労働及び最低賃

金に関する自国の労働法の適正な執行（enforcement）である（注 21）。適正な執行の継続的

な懈怠（a persistent pattern of failure）をめぐる締約国間の紛争が協議によって解決され

ない場合、3 名のパネリストで構成されるパネルが審理し、事実認定及び継続的な執行の

懈怠の有無を判断する。執行の懈怠を認定した場合、認定を受けた締約国はこれを解消す

るための行動計画を作成する（第 38 条）。当該締約国が行動計画の実施を怠ると当初のパ

ネルが認定した場合、執行の懈怠を申し立てた締約国は当該締約国に対して、執行を促す

金銭賠償（a monetary enforcement assessment）を課すか、NAFTA に基づく貿易上の利

益を停止することができる（第 41 条）。 

北米環境協力協定は、国際労働基準の遵守を締約国に義務付けてはいない。締約国に求

められるのは自国の労働法の適正な執行である。また、そこで対象とされているのは、安

全で健康的な職場環境、児童労働及び最低賃金であり、ILO 宣言が対象とした中核的労働

基準とは内容が異なっている。しかし、米国はその後の FTA で、中核的労働基準の遵守を

締約国に義務付ける方向にかじを切った。 

2001年に締結されたヨルダンとの FTA（注 22）は第 6条で、ILO宣言が規定した「国際的

に承認された労働権（internationally recognized labor rights）」を国内法で承認し保護す

ることを義務付けた。同条をめぐる紛争は協定の紛争解決手続きの対象となる。この協定

は米国が後に締結する FTA のモデルとなった（注 23）。「国際的に承認された労働権」という

文言は、米国がその一般特恵制度（Generalized System of Preferences, GSP）に関する国

内法で、特恵供与の条件として提示された文言を継承している（注 24）。ただし、後者の内容

が、最低賃金に関する受入れ可能な条件、労働時間及び安全で健康的な職場環境を指して

おり、中核的労働基準とは合致しないのに対して、前者は ILO 宣言の規定する中核的労働

基準であるという違いがある（注 25）。 

その後、2007 年に貿易交渉に関する議会超党派の合意（a Bipartisan Trade Deal）によ

り、米国議会は米国が締結する FTA の内容に対していくつかの条件を付けた。その 1 つが

「貿易協定に挿入される国際的に承認された労働原則」である。そこでは、ILO 宣言が引

用され、4 つの中核的労働基準が「国際的に承認された労働原則」であるとされた（注 26）。

この解釈はその後の米国の FTA で踏襲され、2015 年に成立した貿易交渉権限（Trade 

Promotion Act of 2015, 2021 年に失効）でも踏襲された（注 27）。一連の FTA は、国際的に

承認された労働原則（＝中核的労働基準）の国内法による執行を義務付ける。そして、こ
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の規定をめぐる紛争は FTA の紛争解決手続に付託される。実際、2017 年には、米国とド

ミニカ共和国・中米 FTA（CAFTA-DR）に基づいて、グアテマラが国際的に承認された労

働原則に関する国内法を実効的に執行していないとして、米国が協定上の仲裁手続に案件

を付託した。ただし、この仲裁は、米国がグアテマラによる国内労働法の実効的な執行の

懈怠を立証していないとして、米国の請求は認めなかった（注 28）。 

NAFTA を引き継いで 2018 年に締結された USMCA では、メキシコにおける個別の事

業所の団結権・団体交渉権保障に関して、以下の一連の手続（迅速対応労働メカニズム

（Rapid- Response Labor Mechanism, RRLM）（以下「RRLM」））を採用した（注 29）。締

約国が労働組合等の利害関係者からの申し立てを受けて、もしくは自発的に、①メキシコ

の事業所で労働者の団結権または団体交渉権が侵害されていると疑うに足る根拠があれば、

メキシコ政府に対してその事実確認を要求できる、②メキシコ政府は 10日以内に要求を受

理するか否かを米国に回答する、③メキシコ政府が米国の要求を受理する場合は、45 日以

内に事実確認の調査を完了する、④メキシコ政府が米国の事実確認要求に同意しない場合、

またはメキシコが団結権・団体交渉権侵害を否定した場合、あるいはメキシコ政府が侵害

を認めたが改善策がとられなかった場合は、3 名から成る迅速対応労働パネル（Rapid 

Response Labor Panel、以下「パネル」）に検証を求めることができる。⑤パネルは 30 日

内に団結権・団体交渉権が侵害されているか否かを判定する。⑥パネルが侵害を認定した

場合、米国は当該事業所で製造された物品に対する特恵関税の適用停止、輸入停止等の制

裁を科すことができる。 

 RRLMは極めて活発に利用されている。2026 年 2月現在で 45件の申し立てまたは政府

の自発的な判断に基づく事実確認要求が発出され、うち 5 件ではパネルの認定が出されて

いる（注 30）。その後、米国バイデン政権のイニシアティブにより交渉された IPEF（インド

太平洋枠組み）のサプライチェーン協定（注 31）は、USMCA の RRLM に類似の個別事業所

の労働権侵害に対する申し立ての手続を採用した（第 9 条）。ただし、この手続の対象とな

るのは 1998 年 ILO 宣言が保障する中核的労働基準であり（注 32）、USMCA の RRLM が対

象とする団結権・団体交渉権よりも広い。 

EU は、2006 年の通商戦略（注 33）以降、新興国、次いで戦略的重視国との間で FTA を締

結してきた。この「第 2 世代」FTA は、韓国（2010 年）に始まり、コロンビア＝ペルー

（2012 年。2016 年にエクアドルの加入議定書が署名された）、カナダ（2016 年）、シンガ

ポール（2018年）、ベトナム（2019年）、日本（2019年）などとの間で13本が締結され、
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そのすべてに「貿易と持続可能な発展」章（以下「TSD 章」）が含まれている（注 34）。ここ

では EU 韓国 FTA（注 35）第 13 章を例に、TSD 章の主な内容を見てみたい。 

一般に、TSD 章は実体規定、組織規定、手続規定から成る。労働に関する実体規定は、

ILO 宣言の基本原則の尊重・促進・実現と、批准済みの基本 ILO 条約の効果的実施及び未

批准の基本的 ILO 条約の批准努力の継続が義務付けられる（第 13.4 条 3 項）。この規定ぶ

りは ILO 宣言の文言に対応しており、TSD 章は ILO 宣言に関して新たな義務を足すもの

でも引くものでもないことに注目したい。組織規定は TSD 章の実施のための組織を定める。

まず、TSD章の実施監督機関として、政府間委員会であるTSD委員会が置かれる（第15.2

条 1 項（e）。また、各国は、窓口兼事務局として連絡部局を政府内に置き（第 13.12 条 1

項）、かつ国内諮問機関（Domestic Advisory Group, DAG）を設立しなければならない

（同上 4 項）。DAG は、環境、労働、ビジネス組織その他の利害関係者が参加する独立性

と代表制を備えた組織であり（同条 5 項）、原則として年 1 回開催される市民社会フォーラ

ムで貿易の持続可能な発展の側面について対話・意見表明を行う（第 13.13 条 1 項・3 項）。

最後に、手続規定が履行確保手続を定める。最大の特徴として、TSD 章は米国の FTA 労

働規定とは異なり、仲裁と制裁を含む通常紛争解決手続には服さない（第 13.16 条）。その

代わりに、特別の手続として、TSD 委員会での政府間協議（第 13.14 条）と専門家パネル

での審査（第 13.15 条）が適用される。前者は締約国の要請により開始され、各国の DAG

は助言と意見提出を行える。協議でまとまった解決案は公開される（第 13.14 条 3 項）。後

者は協議開始の 90 日後から開始でき（第 13.15 条 1 項）、3 名の専門家から成るパネルが

問題を審査し報告書を作成する。当事国はパネル勧告の実施（accommodation）に最善の

努力を尽くさなければならず、TSD 委員会がそれを監視する（同条 2 項）。 

EU の第 2 世代 FTA の TSD 章の規定を米国の FTA 労働章と比較すると、3 つの特色が

指摘できる。第 1 に、TSD 章をめぐる締約国間の紛争に対しては FTA の通常紛争解決手

続が適用されず、代わって、TSD 委員会での政府間協議と専門家パネルの審査が適用され

る。専門家パネルの審査結果は勧告としての効力しかない。その意味で、EU の第 2 世代

FTAのTSD章は、米国のFTA労働章より緩やかな履行確保の手段を設けている。第2に、

米国の FTA 労働章が、締約国の利害関係者による労働法規の履行不全の申し立ての手続、

さらに IPEF サプライチェーン協定では事業所単位で利害関係者が中核的労働基準の侵害

を申し立てて、侵害の有無を専門家の委員会が判断する手続を設けているのに対して、EU

の第 2 世代の FTA の TSD 章では、労働組合を含む市民社会の代表者の関与は定期的な対
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話への参加と意見表明に限られている。その意味で、EUの第 2世代のFTAのTSD章は、

中核的労働基準の遵守確保について、より緩やかで友誼的な（friendly）ものに留まって

おり、その実効性は限定的である（注 36）。他方で、第 3 に、米国の FTA における労働基準

の執行懈怠は、締約国間の貿易または投資に影響しない限り義務違反とはならない（注 37）

のに対して EU の第 2 世代の FTA の TSD 章における中核的労働基準実施義務は貿易・投

資への影響の有無を違反の要件としておらず、貿易・投資への影響が示されなくとも、中

核的労働基準の負実施のみで直ちに違反になると解釈する余地がある。実際に、EU 韓国

FTA の専門家パネル報告（2021 年）は、貿易を通じて持続可能な開発に貢献するという

両締約国の貿易観において、労働者保護は「本 FTA で観念されるところの貿易と内在的に

関連している」と述べて、貿易への影響がなくとも上記義務の違反となると判断した（注 38）。 

TSD 章の実効性が疑問視される中、欧州委員会は 2017 年の文書（注 39）で実効性強化のた

めの 2 つの方向性を打ち出した。第 1 は現行の履行確保手続の積極的活用であり、協議要請

や専門家パネルへの付託を躊躇なく行うとする。このために 2020 年に新設された主席貿易

執行官（Chief Trade Enforcement Officer）は、市民社会からの違反通報窓口の機能を果た

している（注 40）。もっとも、既に見た通り、TSD 章の履行確保手続の強度には差があり、現

行制度を完全に利用したとしても違反の迅速な是正につながるかは不確かである（注 41）。 

第 2は、FTAの通常紛争解決手続との接続、すなわち仲裁と制裁の導入である。2021年 2

月の、Von der Leyen 体制としては初めての通商戦略「開放的、持続可能かつ敢然な通商政

策」は、「必要な場合は自律的に、EU が自らの利益を追求し自らの権利を執行する能力を増

大させる」ことを中期目標の 1 つに掲げ、TSD 章違反に制裁を科す可能性に触れた（注 42）。

そして、同月に発効した改訂版・通商制裁規則（欧州議会・理事会規則 654/2014）の前文

第10項には、「状況から許容されかつ求められる場合には、その限りで、〔TSD〕章違反に

対する譲許または他の義務及び措置の採択に本規則が適用されるであろう」との文言が追

加された（注 43）。 

このように、TSD 章の違反に対して EU が FTA の運用停止や対抗措置等の制裁措置を

課すことも今後は想定できる。ただし、EU 韓国 FTA の TSD 章は「この章の下で生じる

いかなる問題についても、締約国は第 13.14 条〔政府間協議〕及び第 13.15 条〔専門家パ

ネル〕に定める手続にのみ訴える」（第 13.16 条）と規定しており、TSD 章の枠外での制

裁措置の発動は法的に排除されるとの解釈も出されている（注 44）。制裁の導入の可否は、そ

れが TSD 章の履行確保に実際に資するかどうかも含めて今後検討すべき課題である。 
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米国、EU とは対照的に、日本はその経済連携協定（EPA）に独立の労働章ないし貿易

と持続可能な開発章を設けてこなかった。わずかに、労働規制の緩和による投資の誘致が

適切ではない旨を確認する規定が、日フィリピン EPA（注 45）、日スイス EPA（注 46）及び日

モンゴル EPA（注 47）に置かれているに過ぎなかった。しかし、日本は TPP（環太平洋連携

協定）が米国の離脱により実現の見込みがなくなった後に交渉参加 11 か国で締結した

CPTPP（環太平洋パートナーシップに関する包括的で先進的な協定）（注 48）の締約国とな

り、元になった TPP の労働章を受諾した。CPTPP 労働章は 1998 年 ILO 宣言の規定する

中核的労働基準を自国の法令等で採用し、維持すること（第 19.3 条）を義務付けている。

日本はその後、2019年に EU との間で TSD 章を含む EPA を締結し（注 49）、1998年 ILO 宣

言に盛り込まれた原則を自国の法令及び慣行において「尊重し、促進し、及び実現する」

こと（第16.3条2項）、締約国として、自己の発意により、批准が適当と認める基本的 ILO

条約その他の ILO 条約の批准を追求するための継続的かつ持続的な努力を払うこと（第

16.3 条 3 項）、批准した ILO 条約を自国の法令及び慣行において効果的に実施することに

ついての自国の約束を再確認すること（第 16.3 条 5 項）を約束した。これらの規定に関し

ては協定の通常紛争解決手続は適用されず（第 16.17 条 1 項）、韓国 EUFTA 同様に、締約

国の政府間協議（第 16 条）及び専門家パネル（第 16.18 条）、市民社会との共同対話（第

16.16 条）を通じた緩やかで友誼的な履行確保が図られることになる。また、日本は先に

見た IPEF サプライチェーン協定にも参加しており、USMCA の迅速対応労働パネルに範

を取った個別事業所の中核的労働基準侵害に対する申し立ての手続（注 50）を受け入れた。 

このように、日本も現在では雇用・労働者保護に関する米国及び EU の条約実践を受け

入れるに至っている。ただし、これらはいずれも日本が自発的に採用した方針というより

は、交渉相手である米国や EU の方針を受動的に受け入れたものである。日本が現在交渉

中、あるいは将来に交渉する経済連携協定において、従来のような消極的な姿勢を維持す

るのか、それとも米国や EU に倣って中核的労働基準の積極的な履行確保の姿勢に転じる

のか、つまり、日本が社会条項を自らの政策として採用するか否かが注目される。 

第 4 節 ビジネスと人権 

ここまで、社会条項の変遷を軸として雇用・労働者保護と国際経済法の交錯を辿ってき

た。近年、雇用・労働者保護と国際経済法の交錯に新たな 1 頁が付け加わった。2011 年の
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ビジネスと人権に関する国連指導原則を契機とする、国際的に事業を展開する企業のサプ

ライチェーンにおける雇用・労働者保護を含めた人権の尊重に関する新たな仕組みの登場

と普及である。これは、企業にビジネスと人権への配慮を求めるものであり、国境を越え

た企業活動を規律する国際公法と定義される意味での国際経済法（注 51）とは一線を画した

動きである。しかし、雇用・労働者保護の究極の名宛人は企業であり、企業に対して雇

用・労働者保護の尊重を求める仕組みとしてのビジネスと人権は、雇用・労働者保護と国

際経済法の交錯の新展開と位置付けることが可能である。 

ビジネスと人権は 2011年の国連指導原則に端緒があるが、その前史として、国連におけ

る多国籍企業規制の経緯を見ておくことが有益である。国連は 1970 年代に入ると、国境

を超えて事業を展開する多国籍企業の活動に対する規制に着手した。そのきっかけとなっ

たのは、1970年のチリ大統領選挙において米国の国際電信電話会社 ITTが行った工作が、

チリ政府により内政干渉に当たると批判された事件である（注 52）。この事件を受けて、国連

経済社会理事会で多国籍企業の行動を規律する方策の検討が始まった。1974 年に国連経済

社会理事会の決議により多国籍企業委員会（Commission on Transnational Corporations）

が設置され（注 53）、同委員会は 1976年 3月、多国籍企業の行動綱領（Code of Conduct）に

関する政府間作業部会を設立した。作業部会は多国籍企業の行動綱領の起草作業に従事し

たが、行動綱領の法的拘束力及び内容をめぐって先進国と開発途上国、社会主義諸国の代

表の意見が対立し（注 54）、1983 年に作業部会が多国籍企業委員会に提出した行動綱領の草

案（注 55）は 1993 年に経済社会理事会の決議により廃案となった（注 56）。 

国連での動きと並行して、他の国際組織でも多国籍企業の行動を規律する動きが進んだ。

1976 年 6 月には、OECD 閣僚理事会が「多国籍企業の行動指針」（注 57）を、1977 年 11 月

には ILO理事会が「多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言」（注 58）を採択した。

OECD の行動指針は、その前文が規定する通り、多国籍企業に対して政府が行う勧告とし

て位置づけられた。行動指針は以下の章で構成されていた。一般政策、情報開示、競争、

金融、課税、雇用及び労使関係、科学技術。行動指針はこれまでに 6 度改訂されており、

2011 年の第 5 次改訂で人権を尊重する企業の責任に関する第 IV 章が追加された（注 59）。後

述するビジネスと人権に関する国連指導原則との整合性を保つための改訂である。さらに、

最新の 2023 年の第 6 次改訂で、サプライチェーンの下流に対する企業のデュー・ディリ

ジェンスデュー・ディリジェンスに関する規定等が追加され、行動指針の表題が「責任あ

る企業行動に関する多国籍企業の行動指針」と変更された（注 60）。 
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ILO の「多国籍企業及び社会政策に関する原則の三者宣言」は以下の見出しで構成され

ていた。一般政策、雇用、訓練、労働条件及び生活条件、労使関係。三者宣言はこれまで

に 2000 年、2006 年、2017 年、2022 年と 4 度改訂されている。第 5 次改訂以降の OECD

の「多国籍企業の行動指針」と異なり、人権一般ではなく、主として労働基本権の尊重に

関わる事項を盛り込んでいる。2017 年の第 3 次改訂で、後述するビジネスと人権に関する

国連指導原則への言及が盛り込まれた（注 61）。 

1990 年代後半には、国連の人権促進保護小委員会が、「多国籍企業その他のビジネス活

動の人権に対する責任に関する規範」と呼ばれる文書の起草を開始した。この小委員会は

2003 年にこの文書を人権委員会に提出して承認を求めた（注 62）。この文書は、各国が国際

人権条約を批准して受け入れてきたのと同様の人権尊重義務を企業に対しても課そうとす

るものだった。開発途上国政府及び人権 NGO がこれを支持したのに対して、先進国政府

及びビジネス関係者は、国家が負う人権尊重義務を企業にも負わせることに強く反対した。

小委員会の提案は人権委員会で支持を得ることができず、人権委員会はこの提案を承認し

なかった（注 63）。企業に人権尊重の法的義務を課すことを求める途上国・人権 NGO の主張

と、これに反対し法的拘束力を持つ文書の採択を斥ける先進国・ビジネス関係者の主張が

対立した。対立を打開するべく、2005 年に、人権委員会の要請により、コフィ・アナン国

連事務総長が「人権と多国籍企業及びその他のビジネス活動の問題に関する特別代表」と

してジョン・ジェラルド・ラギー教授（ハーヴァード大学）を任命した（注 64）。ラギー特別

代表は 2008 年に「保護・尊重・救済の枠組み」と題された報告書を人権理事会（注 65）に提

出した（注 66）。 

「保護・尊重・救済の枠組み」は 3 つの柱から成り立っている。第 1 に、ビジネス活動

を含む第三者による人権侵害に対し、適切な政策、規制及び裁判を通じて保護する国家の

義務（注 67）、第 2 に、企業が負う人権を尊重する責任（注 68）、第 3 に、司法的及び非司法的

な効果的な救済への被害者のアクセスの必要性である（注 69）。人権理事会は「保護・尊重・

救済の枠組み」を歓迎し、特別代表の任期を 3 年延長して、「枠組み」の実施のための具体

的な行動指針を策定することを求めた（注 70）。ラギー特別代表は 2011 年に、この「枠組み」

を実施するための指針として、「ビジネスと人権に関する指導原則」を人権理事会に提出

し（注 71）、人権理事会は全会一致でこれを支持した（endorsed）（注 72）。 

「ビジネスと人権に関する指導原則」（以下「指導原則」）は全 31 節から成る。表 1-1 に

指導原則の構成をまとめた。  
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表 1-1. ビジネスと人権に関する指導原則の構成 

 
出所︓筆者作成 

 

国連指導原則は企業に対して、その事業活動とサプライチェーンにおいて人権を尊重す

ること（人権 DD）を求めている。指導原則は法的拘束力を持たないが、欧米諸国を中心

に、人権 DD 法制化が進む（注 73）中、日本企業も積極的に人権デュー・ディリジェンスを

実践することが求められる。以下では企業が人権デュー・ディリジェンスを実践するに当

たっての注意点と課題について考察する。 

指導原則によれば、人権を尊重する責任を果たすため、企業は以下の事項に取り組まな

ければならない。第一に、企業活動による人権への悪影響の惹起またはその助長を回避し、

惹起した場合には対処すること、第二に、企業の製品・サービスに直接関連する人権への

悪影響については、企業がその惹起に直接寄与していなくても、回避または軽減に努める

こと（以上原則 13）。そのため、企業は次の三つを実践する必要がある。（一）人権を尊重

する責任を果たすという企業方針によるコミットメント、（二）人権への悪影響を特定し、

予防し、軽減し、対処方法を説明するための人権 DD 手続、（三）企業が惹起させまたは寄

与した人権への悪影響からの救済を可能とする手続（原則 15）。 

I.人権を保護する国家の義務

A.基盤となる原則（1節～2節）

B.運用上の原則
一般的な国家の規制及び政策権能（3節）
国家と企業のつながり（4節～6節）
紛争影響地域において企業の人権尊重を支援すること（7節）
政策の一貫性を確保すること（8節～10節）

II.人権を尊重する企業の責任

A.基盤となる原則（11節～16節）

B.運用上の原則

方針によるコミットメント（16節）
人権デュー・ディリジェンス（17節～21節）
是正（22節）
状況の問題（23節～24節）

III.救済へのアクセス

A.基盤となる原則（25節）

B.運用上の原則

国家による司法的救済（26節）
国家による苦情処理メカニズム（27節）
国家以外の苦情処理メカニズム（28節～30節）
苦情処理メカニズムの実効性の要件（31節）
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（一）の人権方針は、企業の最上層レベルが承認し、専門家の情報提供を踏まえたもの

でなければならない。人権方針には、企業による人権への悪影響が及ぶ可能性がある主体

（従業員、取引先、その他企業の事業活動・製品・サービスに直接関係する者）への期待

が明記され、それらの主体に周知される。人権方針を企業全体に定着させるため、企業の

活動方針や手続に反映させることが求められる（原則 16）。 

（二）の人権 DD は、人権を尊重する企業の責任の中核的な構成要素である。この手続

は、現実の、及び潜在的な人権への悪影響の評価、調査結果の統合と対処、対応の追跡調

査、対処方法の周知を含む継続的なプロセスである（図 1-1 を参照）。 

 

図 1-1. 人権 DDのプロセスとそれを支える手段 

 

出所︓OECD『責任ある企業行動に関する OECD デュー・ディリジェンス・ガイダンス』OECD、2018 年、21 頁図 1。 

 

まず、企業は、人権に関するリスクを測るため、企業活動を通じて、または取引関係の

結果として、企業が関与した現実の、及び潜在的な人権への悪影響を特定し、評価すべき

である。悪影響の評価に当たっては、社内または社外の人権専門家の知見を活用すること、

悪影響を潜在的に受ける集団その他の利害関係者との協議を実施することが求められる。

そして、人権への影響評価の調査結果を関連する社内部門に組み込み、適切な対処措置を

とるべきである。対処措置が悪影響の軽減や回避に有効であるかを検証するため、企業は
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追跡調査を実施すべきである。さらに、企業は、人権への悪影響にいかに対処したかを明

らかにするため、対処策の外部への情報提供を可能にしておくべきである。情報提供は、

特に悪影響を受けた利害関係者に周知される必要があり、対処策の妥当性について評価が

可能な内容を含むべきである。企業が人権への悪影響の惹起または助長を確認した場合、

企業は正当な手続を通じた救済を提供し、またはそれに協力すべきである。ただし、それ

だけでは人権を尊重する企業の責任が果たされたとは言えない。企業活動や製品・サービ

スによって悪影響を受けた人・集団が企業に苦情を申し立て、救済を求める（三）の救済

メカニズムを整備する必要がある（以上原則 17～21）。 

救済の実効性を確保するため、救済メカニズムは以下の要件を満たすものでなければな

らない。利用者となる利害関係者に信頼され、救済プロセスの公正な実施が確保されてい

ること（正当性）、利害関係者に周知され、アクセスに当たって困難に直面する利害関係

者には支援が提供されること（アクセス可能性）、所要時間、利用可能な手続、結果の類

型、履行監視手段が明確に説明されていること（予測可能性）、公平で透明性があること、

結果及び救済が国際的に認められた人権に適合していること、メカニズムの改善に向けた

継続的な学習の方策がとられていること、そして、苦情に対処し解決する手段として、利

害関係者との対話が重視されること（原則 31）。 

企業は、人権方針の策定から人権 DD の設計と実践、救済メカニズムの導入に至る一連

のプロセスを導入することが求められる。その実践に当たって、特に注意すべきは以下の

4 点である。第 1 に、企業活動の人権への悪影響は、企業の業態やその製品・サービスに

より、また、事業活動及びサプライチェーンの地理的範囲により異なるため、一連のプロ

セスの制度設計は各企業の特性を反映した、テーラーメイドのものとなることである。指

導原則が、制度設計と運用に当たって、専門家の情報提供や利害関係者との対話を求めて

いるのはそのためである。また、企業の業態や製品・サービスの内容が変われば、一連の

プロセスの見直しと改善が必要となることにも留意する必要がある。第 2 に、企業活動に

関連するあらゆる人権への悪影響への対処が求められているわけではない。悪影響の重大

性等を勘案して、優先順位を設ける必要がある。事業が高リスク国（例えば紛争が存在す

る、法の支配が行き届いていない、汚職率が高い等）で行われているか、高リスクな活

動・製造工程（例えば、非正規雇用の多さ、有害化学物質の使用等）に関わっているか等

を含めて検討し、リスクベースで人権への悪影響の優先順位を決め、それに応じた一連の

プロセスを設計し実践する必要がある。ただし、優先順位の低い人権への悪影響が顕在化
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する可能性はある。それをくみ上げ、適切に対処する上で、救済メカニズムの役割が重要

である。第 3 に、直接の取引関係にないサプライチェーンの上流や下流で発生する人権へ

の悪影響にどう対処するかが、制度設計に当たって重要な課題となる。直接の取引関係に

ないから対処不要と判断するのは早計である。逆に、取引関係を終了することでは人権へ

の悪影響の改善にはつながらない恐れがある。一次や二次のサプライヤーを通じて間接的

に悪影響への対処を働きかける必要がある。現地の事業に通じた人権 NGO の協力を仰ぐ

ことも有益であろう。第 4 に、一連の手続で基準となるのは国際的に承認された人権であ

る。海外の事業展開では、現地国の国内法を遵守していても、国際的に承認された人権を

満たしていなければ責任は免れない。 

国連指導原則は法的拘束力を持たない。企業は人権 DD の導入を法的に義務付けられて

いるわけではない。しかし、欧米諸国ではこれを法制化する動きが本格化しており、外国

企業であっても欧米で事業を展開する企業や欧州企業とサプライチェーン上の取引がある

企業は人権 DD の導入義務を負っている（注 74）。 

第 5 節 今後の見通しと日本のとるべき方針 

 本論文は、人権の中でも雇用・労働者保護に焦点を当て、国際経済法との交錯の経緯を

辿った。ILO 創設以来今日に至るまでの社会条項の系譜と 2011 年の国連指導原則以来の

ビジネスと人権の系譜が並行してきたことを見た。ビジネスと人権に関する国連指導原則

は条約ではなく、法的拘束力を持たない。その意味で、国際経済法とは一線を画した存在

であるが、国際取引における雇用・労働者保護の核心がグローバル・サプライチェーンに

おける中核的労働基準の尊重を通じた雇用・労働者保護であることに鑑みれば、FTA/EPA

の社会条項を通じた雇用・労働者保護と並んでこれを雇用・労働者保護と国際経済法の交

錯の到達点ととらえることが適切である。雇用・労働者保護と国際経済法の今後も、これ

ら 2 つの系列が相まって展開していくと考えられる。 

FTA/EPA の社会条項を通じた雇用・労働者保護の今後の見通しとしては、1998 年 ILO

宣言の履行確保について、ILO のフォローアップ手続というソフトなアプローチと

FTA/EPA を通じたハードなアプローチが引き続いて採用され、米国、EU を通じた後者の

アプローチが徐々に拡大していくことが予想される。その意味では、日本が将来の EPA に

おいてハードなアプローチの採用に踏み切るかどうかが注目される。ビジネスと人権に関
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する国連指導原則を通じた雇用・労働者保護の今後の見通しとしては、欧州を中心に進め

られてきた人権 DD の法制化が他の地域にも拡散していくかどうかが注目される。既に、

ASEAN 加盟国（注 75）や中国（注 76）においても人権 DD の採用に踏み切る企業が増えている

との指摘がある。2021 年時点で、日本の上場企業の 7 割が人権方針を策定し、5 割が人権

DD を実施しているとの調査結果も出ている（注 77）。とはいえ、中小企業に目を転じれば、

人権方針の策定と人権 DD の実施に取り組む企業はなお少数派に留まっている。 

並行して展開してきた ILO 創設以来今日に至るまでの社会条項の系譜と 2011 年の国連

指導原則以来のビジネスと人権の系譜をつなぐのが、ILO1998 年宣言である。同宣言は

FTA/EPAの労働章・貿易と持続可能な開発章、国連指導原則のいずれでも、中核的労働基

準の典拠として引用され、二層構造でその遵守が確保されることになる。これらの系譜が

今後とも拡大・深化していくことにより、中核的労働基準のグローバルな実現に向けた歩

みが着実に進められていくだろう。 

中核的労働基準のグローバルな実現という最終目標に向けては、2つの課題がある。第 1

に、ILO 加盟国が中核的労働基準を盛り込んだ 10 の基本的 ILO 条約を全て批准すること

である。これを達成している国は少数派に留まっている。例えば、日本は、雇用及び職業

についての差別待遇に関する条約（111 号）と職業上の安全及び健康並びに作業環境に関

する条約（155 号）を批准していない。ILO 加盟国にこれらの条約の批准を促す手続とし

ては ILO 本体のソフトな手続、そして FTA/EPA の労働章・貿易と持続可能な開発章のよ

りハードな手続が存在するが、これらは基本的に自発的な批准を促す手続であり、その実

効性には課題が残されている。第 2 に、ビジネスと人権、特に人権 DD をグローバルに事

業を展開する世界の全てがビジネスと人権、特に人権DDを実践することである。人権DD

の法制化・義務化の動きは今なお世界的に見れば限られた国でしか実行されていない。開

発途上国でこれを法制化・義務化する動きはようやく端緒についたところである。国連人

権理事会は国連指導原則の各国による普及を促すソフトな手続を持っているが、強制力を

欠いており（注 78）、その普遍的な実現までの道のりは長いと言わざるを得ない。 

2014 年の国連人権理事会決議 26/9 は「多国籍企業およびその他の企業の活動を国際人

権法において規制するための国際的な法的拘束力ある文書を策定する」ことを目指した政

府間作業部会を設置した（注 79）。作業部会は 2015年から活動を開始し、2018年には「多国

籍企業およびその他の企業の活動を国際人権法において規制するための法的拘束力ある文

書（ゼロ草案）」、「多国籍企業およびその他の企業の活動を国際人権法において規制する
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ための法的拘束力ある文書の選択議定書草案」を公表した（注 80）。ただし、これらを確定し、

条約として採択することには多くの開発途上国が反対しており、条約採択のめどはたって

いない。 
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第 2 章 FTA における社会条項の現状－戦略思考の基礎として 

西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 

弁護士 米谷 三以 

第 1 節 はじめに 

「貿易と労働」は、古くて新しい問題である。関税障壁を下がれば下がるほど、外国と

の競争条件の違いに対する感度が上がる。戦前においては、日本からの輸出が「ソーシャ

ルダンピング」であると非難されたし、GATT/WTO においても同様の非難が先進国から

途上国に対してしばしばなされてきた。 
 
この点、21 世紀に入り、WTO における関税交渉の停滞から二国間・地域間での関税撤

廃を追求する自由貿易協定（FTA）（注 1）が多数追求・合意されている中で、「貿易と労働」

の問題を取り上げるものの増加が注目されている（注 2）。取り上げ方は国によって違いがあ

り、FTA が増加する中で、その違いがいかなる考慮に起因するのか、また今後収斂するか、

収斂するとすればどの方向か等を検討する意義があると思われる。とくに、日本は、後に

述べるように、FTA において市場アクセスを重視し、労働基準の問題を含め、相手国の国

内政策に対する規律強化は追求してこなかったが、今後もそれでよいのかを検討する時期

のように思われ、その意味でも意義があろう。 
 
以下では、FTA における社会条項の背景をなす、多角的貿易体制における社会条項がど

のように扱われてきたかをまず論じ、その上で FTA における社会条項の現状と在り方とを

検討する。 

第 2 節 多角的貿易体制における「貿易と労働」 

1．ITO 憲章 

「貿易と労働」の問題を直接に扱い、具体的なルールの策定に至った多国間の法的文書

がかつて存在した。大恐慌後への対応の結果生じたブロック経済化によって経済対立が先

鋭化したことが第二次世界大戦に至った原因の一つとして認識されたことから、戦後構想
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として、多角的な自由貿易体制の構築が企画され、ITO 憲章が交渉された。この一部を抜

き出したのが GATT であり、GATT は、西側諸国の自由貿易体制を 40 年以上支え、1995

年には対象事項及び加盟国を大きく拡大して国際機関たる WTO となった。策定時 GATT

は関税交渉の結果を暫定的に発効させることに主眼があり、「貿易と労働」の問題に直接

関わる規定は存在しない。これに対して、ITO 憲章（注 3）は、各加盟国に対して、マクロ経

済政策を実行して完全雇用を確保する努力義務を規定し、またその経済状況・生産性に応

じた公正な労働基準を採用することを義務づけていた。 
 
ITO 憲章第 2 章の表題は、「雇用及び経済活動」（Employment and Economic Activity）

である。冒頭の第 2 条は、完全雇用の問題が加盟国の関心事項であるに止まらず、他の加

盟国の福祉向上の必要条件であるとし（1 項及び 2 項）、国内雇用を維持することを各加盟

国の努力義務として規定し（第 3 条）、他の加盟国はこれを支援するものとされる（4 条・

5 条）。第 7 条は、公正労働基準に関する規定であり、本稿の主題と関係が深いので、テキ

ストをそのまま引用する。 
 

“1. The Members recognize that measures relating to employment must take 
fully into account the rights of workers under inter-governmental 
declarations, conventions and agreements. They recognize that all countries 
have a common interest in the achievement and maintenance of fair labour 
standards related to productivity, and thus in the improvement of wages and 
working conditions as productivity may permit. The Members recognize that 
unfair labour conditions, particularly in production for export, create 
difficulties in international trade, and, accordingly, each Member shall take 
whatever action may be appropriate and feasible to eliminate such 
conditions within its territory. 

2. Members which are also members of the International Labour Organisation 
shall cooperate with that organization in giving effect to this undertaking. 

3. In all matters relating to labour standards that may be referred to the 
Organization in accordance with the provisions of Articles 94 or 95, it shall 
consult and co-operate with the International Labour Organisation.“ 

 
第 1 項は、雇用に関する政府措置が政府間協定等による労働者の権利を十分に考慮した

ものであること、生産性に応じた公正労働基準を実現し、生産性に応じて賃金その他の労
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働条件を向上させることに共通の利益を有していること、不公正な労働条件が国際貿易に

困難をもたらすことを認識し、各加盟国が領域内における不公正な労働条件を除去する措

置を執ることを約している。第 2 項及び 3 項は、ILO との積極的な協力関係を規定してい

る。 
 
ITO 憲章は、後に GATT として切り出された国際貿易に関する規定（第 4 章）のほか、

雇用・労働基準の問題に加えて、開発すなわち物的資源の有効利用の問題（第 3 章）、制限

的商慣行すなわち競争政策の問題（第 5 章）、商品協定の問題（第 6 章）を扱っている。さ

らに、紛争解決手続が用意され、少数の加盟国の代表から構成される執行理事会に問題の

検討が委託され、執行理事会が義務違反を認定したならば、状況によって関税譲許等の義

務が解除されることになっている（94 条）。 
 
ITO 憲章が他の加盟国の完全雇用の確保まで加盟国の関心事項としているのは、輸出利

益よりも戦争の再発防止が究極の目的であり、すべての加盟国の健全な経済発展を実現す

ることに重点があったためと考えるのが自然であろう。各国が国内経済政策を適切に進め

ることと貿易障壁を削減することとは車の両輪であり、前者について他の加盟国が適切な

政策を立案し実行するよう支援することも求められていた。逆に後者については、禁止的

な水準の関税の回避は当然だが、貿易障壁を撤廃することまで想定されていたとは言えな

い。ブロック経済化を回避するためには最恵国待遇義務の方が重要であったろう。貿易自

由化というよりも多角的貿易体制の構築がその狙いであった。 
 
ITO 憲章は、テキストとして完成したものの、ほとんどの署名国が批准しなかった。

GATT は、その発効に至るまでの暫定協定として締結され、図らずも、1995 年に WTO が

設立されるまで自由貿易体制のバックボーンとして存続することになった。ただ、GATT

には、労働基準や開発に関する条項はない。国内政策に対する規律には反対が予想され、

関税交渉の結果だけを先行的に発効させようとしたためである。GATT を発効させるため

に、ITO憲章の暫定協定との位置づけは殊更に伏せられた（注 4）が、上記の発想がGATTに

受け継がれなかったとは想定し難い。貿易に関する範囲に限定されていても GATT の条文

は ITO 憲章の条文をそのまま引き継いでいるものがほとんどであることに鑑みると、ITO

憲章の構想すなわち、各加盟国が健全な経済発展を実現し、同時に輸出拡大それ自体でな

く経済的相互依存を維持することを目的として関税を削減する、という構想は GATT に受
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け継がれたとみるほうが自然であろう。 
 
ただその後の実務の展開は、貿易利益の追求に重点が移っていったように思われる。こ

れを念頭に、GATT から WTO への時代の「貿易と労働」を次に検討する。 

 

2．GATT／WTO における「貿易と労働」 

前項でみたように、ITO 憲章において合意された雇用確保・公正労働基準に関する規定

が GATT には入らなかった。しかし、労働者保護の問題、いわゆる社会条項の必要性は先

進国から繰り返し提起されていた。戦前の日本に対するソーシャルダンピングの非難と同

様に、途上国における低賃金その他を前提とする輸出に対する懸念が強かったためである。

しかし、社会条項は結局 GATT/WTO に取り入れられることはなかった（注 5）。むしろ、

WTO 協定成立後、1996 年のシンガポール閣僚会議において、労働者保護の問題は WTO

では扱わず、ITO において扱うことが決議された。閣僚宣言（注 6）の 3 項および 4 項は以下

のように規定する。 
 

「各国経済の統合、機会と課題 

3．我々は、サービス貿易及び直接投資の成長を含む国際経済の変化の範囲及び

速度並びに各国経済の一層の統合は、成長の向上、雇用創出及び発展のため

の未曾有の機会を提供するものと信ずる。これらの進展は、各国の経済及び

社会における調整を必要とする。これらは、貿易体制に対する課題も提示す

る。我々は、これらの課題に取り組む決意である。 

 

中心的な労働基準 

4．我々は、国際的に承認された中心的な労働基準（“core labour standards”）

を遵守する決意を新たにする。国際労働機関（ILO）は、これらの基準を設

定し扱う権限のある機関であり、また、我々は、これらの基準を促進する

ILO の作業に対する支持を確認する。我々は、貿易の増大及び貿易の更なる

自由化によってもたらされる経済成長及び開発が、これらの基準の促進に貢

献すると信ずる。我々は、保護主義的目的のための労働基準の使用を拒否し、

各国、特に低賃金の開発途上国の比較優位を決して問題にすべきではないこ

とに同意する。この関連で、我々は、WTO 事務局と ILO 事務局が既存の協

力を継続することに留意する。」 
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その後 1998 年に ILO は、88 回総会において、「労働における基本的原則及び権利に関

する ILO 宣言」（“ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work”）を

採択した（注 7）。この宣言は、2022年に 110回総会において修正されているが、その 1項は

以下のように述べる。 
 

“The International Labour Conference 

1. Recalls: 

1 that in freely joining the ILO, all Members have endorsed the principles 
and rights set out in its Constitution and in the Declaration of 
Philadelphia, and have undertaken to work towards attaining the overall 
objectives of the Organization to the best of their resources and fully in 
line with their specific circumstances. 

2 that these principles and rights have been expressed and developed in the 
form of specific rights and obligations in Conventions recognized as 
fundamental both inside and outside the Organization.” 

 
言及されているフィラデルフィア宣言（注 8）は、1944年に採択された宣言で、4つの基本

原則を宣明している。その 1 項は、以下のとおりである。 
 

” The Conference reaffirms the fundamental principles on which the 
Organization is based and, in particular, that: 

(a) labour is not a commodity; 

(b) freedom of expression and of association are essential to sustained 
progress; 

(c) poverty anywhere constitutes a danger to prosperity everywhere; 

(d) the war against want requires to be carried on with unrelenting vigour 
within each nation, and by continuous and concerted international 
effort in which the representatives of workers and employers, enjoying 
equal status with those of governments, join with them in free 
discussion and democratic decision with a view to the promotion of the 
common welfare 

 

社会条項に対する言及が拒否されたことが典型であるが、GATT/WTO における労働者
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保護に対する態度は、ITO 憲章におけるそれとは大きく異なる方向に発展していると言わ

ざるを得ない。先に述べたように、ITO 憲章は、各加盟国に対して労働生産性に応じた労

働基準を採用することを求めてはいるが、完全雇用を確保する義務、さらに開発を規定す

る第 3 章と合わせて読めば、各加盟国が、その人的・物的資源を活用するという方向で労

働基準の問題に言及していることが分かる。これに対して、GATT さらに WTO における

議論は、主に途上国における低賃金その他労働条件の低さを利用した低価格輸出が不公正

か、という角度からなされていた（注 9）。 
 
このように WTO における関心は貿易自由化に集中していき、「貿易と労働」の問題は

WTO の所管外となったわけでる。ただ、政治経済体制の違いが殊更に協調され、経済安

全保障が最優先課題となっている今日において、徹底的に貿易自由化が進んだ後のフラッ

トな世界の実現が共通の目的であるとはもはや思えない。禁止的関税を止めさせ、差別を

禁止することで、ブロック経済化を防ぐというミニマムの役割で満足すべきかもしれない。

ただそうだとしても、「貿易と労働」の問題を WTO で取り上げるべき、ということにはな

らないであろう。次項において FTA における「貿易と労働」問題への対処を検討する。 

第 3 節 FTA における社会条項の特徴と発展－conditional & promotional 

シンガポール閣僚宣言以降、WTO においては、社会条項が導入される可能性が事実上

なくなった。これに対して、WTO における貿易自由化が停滞したことで、加盟国は関税

引き下げのために自由貿易地域を追求するようになり、その中でその中で労働問題につい

て取り上げることが増加している。前項で見たように、シンガポール閣僚宣言で雇用問題

について WTO で扱わないとし、ILO において中核労働基準が定められて以降、中核労働

基準に言及して労働の問題を扱う FTA が増加した。 
 
ただし、その取り上げ方は締約国の方針によってヴァリエーションがある。ILO は、本

件 ILO 報告書において、conditional（条件型）と promotional（推進型）の規定に分けら

れるとしている（注 10）。conditional 型では、pre-ratification ステージで最低条件を充たす

ための法改正が求められ、post-ratification ステージにおいて既存労働者保護の維持が中

心となるとの指摘がなされている。これに対して、promotional 型では、労働者保護の意

義の理解増進を通じて条件向上を実現していくこととなる。すなわち、この分類は、労働
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者保護の水準を向上させる方法論に着目している。前者の代表が米国、後者の代表が EU

であるとする。以下具体例を見ていく。 

 

1．米国 

米国が近年締結している FTA における社会条項は、労働者保護の維持・向上が FTA 締結

ないし FTA 上の関税譲許の条件となっている点で、conditional 型と整理されている。その

例として、米国が、コスタリカ、ドミニカ共和国、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュ

ラス、ニカラグアと 2004 年に締結した、「中米・ドミニカ共和国自由貿易協定」（CAFTA-

DR）（注 11）と 2018 年に合意された「米国・メキシコ・カナダ協定」（USMCA）（注 12）を採り

上げる。 
 
CAFTA-DRの第 16章は「労働」（Labor）と題されている。第 16.1条は、中核労働基準

を定めた 1998 年の ILO 宣言に言及し、その義務を再確認し、中核的労働基準を国内法化

する努力義務を規定する。また第 16.2 条 1 項（a）において、加盟国間の貿易に影響する

ように国内労働法の有効な執行を欠いてはならないとする。また第 16.3 条は、国内法上の

救済を求めるための司法手続へのアクセス確保を義務付ける規定である。こうした義務の

履行についての争いについては、協定の義務一般に適用される紛争解決手続に訴えること

ができ、それは、紛争解決のために協力を促すメカニズムが特別に用意されている範囲で

も変わらない（16.6条 6項または 7項）。不履行が確認されてなお履行されない場合には、

対抗措置として関税譲許の停止が認められる。この紛争解決手続が使用された実例も存在

する（注 13）。 
 
また、USMCAは、第 23章が労働章である。中核労働基準の実施、国内労働法の有効な

執行などに加え、強制労働等による産品の輸入禁止（第 23.6 条）、職場差別の禁止（第

23.9 条）などの規定が追加されている。さらに、USMCA は、労働章上の義務に適用され

る締約国間の紛争解決手続に加え、米国とメキシコとの間に限り、特定の工場等の施設に

おいて労働組合を結成する権利等が否認されているとのクレームを扱う「迅速労働対応メ

カニズム」（Rapid Response Labor Mechanism、RRLM）が用意され（第 31 章 B 項）、

権利否認が認められた施設の産品に対して譲許停止等の制裁が課されることとなっている

（第 31-A-10 条）。この手続は相当に利用されており（注 14）、権利否認の主張が認められた
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ケースも存在する（注 15）。 

このメカニズムについては、迅速性が目を引くが、救済措置として労働者保護が不十分

であると認定された生産者からの輸出に対する関税譲許の停止すなわち関税引き上げが規

定されていることが重要であろう。いわば、アンチダンピング関税の役割を事実上拡張し

て一定のソーシャルダンピングを含める発想に見えるからである。通商協定において労働

者保護の問題を取り上げる理由について、貿易自由化の狙いは輸出拡大であり、労働者保

護が国際貿易における競争条件に影響するという見方と、貿易自由化の狙いは、全体の経

済効率の向上にあり、構成国における人的資源利用の適正化が目的実現の前提であるとい

う見方とがある。RRLM における救済措置は、USMCA の狙いが輸出拡大にあることを強

く示唆するように思われる。 
 
なお、米国 FTA の取り組みについては 2 点指摘しておきたい。第一に、最初から

conditional 型であったわけではなく、USMCA 型の採用についてはなおさらである。たと

えば、ヨルダンとの FTA（2000 年締結）の労働条項は promotional 型であり、これに付

随して、ILO と協力し、その better work プログラムを利用して労働者保護の水準向上に

努めていた（注 16）。カンボジア繊維協定の労働条項も同じく、ILO の better work プログラ

ムを利用して労働条件の向上を図っていた（注 17）。こうした取り組みを経て、conditional

型に到達したのであって、まして当初から貿易における競争関係への影響に焦点があった

わけではない。人的資源利用の適正化が自由貿易体制参加国全体の福祉を向上させるとい

う発想が強い ITO 憲章の交渉をリードしたのが米国であったことを起点とすると、今日に

至るまでに方針転換があったことが認識される。 
 
第二に、米国は、中核労働基準の実施の努力義務を課し、さらに RRLM は、労働組合に

関する国内法のエンフォースメント確保を重視しているが、その一方で、米国は、中核労

働基準を定める条約の全部を批准しているわけではない（注 18）し、また国際的比較でみる

と、労働組合の組織率が低く（注 19）、雇用保護の程度も低いとされていることに注意が必要

である。これらの事実は、上記方針転換をもたらすことになったと思われる貿易自由化に

対する米国労働者の不満の高まりの根本原因について精査の必要性を示唆しているように

思われる。 
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2．EU 

EU が締結した EPA/FTA は、「持続可能性」に関する章が置かれ（注 20）、環境問題と並ん

で労働基準の問題が採り上げられている。その規定が、promotional 型の代表とされている。

国際労働基準を参照して適切な労働者保護が実現されるよう協力していくことが規定され

ているからであろう。たとえば、日 EU 経済連携協定（日 EUEPA）（注 21）を見てみよう。 
 
日 EUEPA 第 16.1 条 1 項は、アジェンダ 21、1998 年の ILO 宣言などに言及し、「現在

及び将来の世代の福祉のため、持続可能な開発に貢献する方法で国際貿易の発展を促進す

ることの重要性を認識する。」と述べる。続いて 2項は、以下のとおり、持続可能性の問題

を採り上げる意義を確認している。 
 
「両締約国は、経済的開発、社会的開発及び環境保護を相互に補強し合う構成要素とす

る持続可能な開発の促進に対するこの協定の貢献を認識する。両締約国は、この章の規定

が持続可能な開発を促進する方法で両締約国間の貿易関係及び協力を強化することを目的

とするものであり、両締約国の環境基準又は労働基準を調和させることを目的とするもの

ではないことを更に認識する。」 
 
第 16.2 条は、各締約国が貿易投資を奨励するために労働者保護の水準を引き下げないこ

と、同時に労働に関する法令を国内産業保護または輸出国の差別に用いないことを義務と

規定している。さらに第 16.3 条 2 項は、「両締約国は、国際労働機関・・・の加盟国であ

ることから生ずる義務を再確認する。」として、ILO宣言を支持し、宣言に掲げられた中核

労働基準の尊重を約束している。16.16 条は、領域内に存在する「市民社会の組織」との

共同対話を定期的に行うことを規定している。「関連する利害関係者・・・均衡の取れた

形で代表されることを促進する」（同 2 項）こととされており、労働者保護については、企

業に限らず、労働組合等の参加が想定されていると思われる。 
 
こうした義務が履行されているか否かについて争いが発生した場合、政府間協議で合意

に至らなければ、専門家パネルに検討を委ねることができる。ただし、締約国は、パネル

の「最終報告書及びその提案を考慮しつつ」、問題解決を討議する想定であり、専門家パ

ネルの判断が両締約国を拘束するわけではない。また日 EUEPA は、司法的な紛争解決制

度を用意しているが、16 章の権利義務についてはかかる制度を利用できないこととされて
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いる（同条 1 項）。したがって、持続可能性章の義務違反を放置したとしても、関税譲許の

停止等の救済措置が執られるようになっていない（21.21～21.23 条を参照。紛争解決手続

において義務違反が認定された場合、放置されれば関税譲許の停止その他の救済措置が認

められるのが原則である）。他の FTA も同様である（注 22）。一定の労働者保護がなされるこ

とが EPA の前提条件とはなっていない。これが、promotional 型とされるゆえんである。 
 
conditional 型か promotional 型かは労働者保護の水準を向上させる方法論に着目した分

類と思われるが、そもそも労働者保護を通商協定において如何に位置づけるかというより

深い部分での違があるのではないか。日 EUEPA 第 16.3 条は、その 1 項で以下のように述

べる。 
 

「両締約国は、完全かつ生産的な雇用及び全ての人のための適切な仕事を経済上、

労働上及び社会上の課題に対応するための主要な要素として認識する。両締約

国は、完全かつ生産的な雇用及び全ての人のための適切な仕事に資する方法で

国際貿易の発展を促進することの重要性を更に認識する。両締約国は、完全か

つ生産的な雇用及び全ての人のための適切な仕事に資する方法で国際貿易の発

展を促進することの重要性を更に認識する。このこととの関連において、両締

約国は、第二十二・三条の規定に基づいて設置される貿易及び持続可能な開発

に関する専門委員会の会合及び適当な場合には他の場において、相互に関心を

有する貿易関連の労働に関する問題について見解及び情報を交換する。」 

 

この認識は、労働者保護と貿易とを補完的な関係と捉えている点で、ITO 憲章を彷彿と

させる。近時の米国型は、すでに見たように、国際貿易における競争条件の公正さの問題

と捉えているが、EU 型は、そうではないのかもしれない。 
 
ただし、EU については近年、conditional 型に移行しているとされており、上記方向か

ら遠ざかっているように見える。EU は、2022 年 6 月に持続可能性章の強化を目指すこと

を決定した（注 23）。たとえばインドとのFTAについては、合意されたとの報道がある（注 24）

が、同年 9月 22日付けの現行ドラフトでは、持続可能性章上の義務についても通常の紛争

解決手続が適用されることになっている（注 25）。依然として、EU 型では、労働者保護に違

反があっても、違反があった産品の輸入が禁止されるわけではないので、労働者保護が
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FTA の条件である点は同じでも、個々の産品の市場アクセス付与よりは経済統合の条件と

されているというべきである。しかし、EU は近年、CBAM が典型であるが、EU 域内と

同等の環境コスト負担をしていない国からの輸入を制限しようとする措置が増えているこ

とに鑑みると、労働者保護についても、国内産業保護を重視するという視点の変換があっ

た可能性が高い。 

 

3．日本 

日本は、米欧と異なり、相手方から求められない限り、FTA において労働者保護につい

て言及することはないようである。日 EUEPA においては、持続可能性章が存在するが、

これは EU が要求したものであろう。日本が締結した EPA においては、労働章（米国

型）・持続可能性章（EU 型）いずれも存在せず、協力ないしビジネス環境整備（注 26）の文

脈で、人材養成等が政策課題として言及されているに留まるのが通常である。日本の FTA

の特徴として、企業が提起する相手国における事業環境の問題を両国政府の協議対象とし、

そこに企業も参加するというビジネス環境整備の手続が設けられており、ここで国内法の

整備を訴えていくことも可能であろう。 
 
たとえば、2011 年に発効した日インド経済連携協定（注 27）の章立てを見てみよう。 

 
「第 1 章 総則 

第 2 章 物品の貿易 

第 3 章 原産地規則 

第 4 章 税関手続 

第 5 章 強制規格、任意規格及び適合性評価手続並びに衛生植物検疫措置 

第 6 章 サービスの貿易 

第 7 章 自然人の移動 

第 8 章 投資 

第 9 章 知的財産 

第 10 章 政府調達 

第 11 章 競争 

第 12 章 ビジネス環境の整備 

第 13 章 協力 

第 14 章 紛争解決 

第 15 章 最終規定」 
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労働章・持続可能性章いずれも存在しない。協力章には、「締約国間の貿易及び投資を

自由化し、及び円滑化し、両締約国間の広範な関係を強化し、並びに両締約国の国民の福

祉を増進すること」を目的として国際協力を謳っており（128 条 1 項）、その目的の一つと

して、「両締約国の人材養成及び能力開発を促進すること」を掲げている（同 2項（d）号）。

ただ協力分野の範囲の規定（129 条）に鑑みると、これが労働者保護を含むとは言い難い。

他の EPA も大同小異である。ASEAN 諸国、中国、韓国、オーストラリアと締結した「地

域的な包括的経済連携協定」（RCEP）も同様である。 
 
日本の EPA は、その特徴として、協定の対象事項の範囲は物品貿易に限定されず、サー

ビス、投資、金融、政府調達など経済に関して広範囲に及ぶということがあるが、基本的

に、市場アクセスの拡大を目指したものに限られている。これに対して、たとえば経済統

合を前提に、経済全体の効率性・強靱性強化を協力して実現していこうとする具体的な規

定は見当たらない。その意味では、ITO 憲章よりも貿易にやや偏重している GATT/WTO

型というべきであろう。 

 

4．途上国 

むしろ労働基準の引き上げについては、途上国において積極的な取り組みが増えている

ことに注目すべきであろう。ILOは、労働条項をおくFTAの 4分の 1が、いわゆる South-

to-South、すなわち途上国及び新興国間のものであるとする（注 28）。ただし南アジア及びア

ラブ諸国の FTA は労働条項がないものが多いと指摘している（注 29）。 
 
ここでは、興味深い例として、アフリカ大陸自由貿易圏（African Continental Free 

Trade Area, AfCFTA）を採り上げたい。アフリカ諸国は、物品とサービスのアフリカ対立

における単一市場化を目指し、人の移動と投資の自由化を含む、アフリカ大陸自由貿易圏

の形成に合意している。2022 年には 8 か国において特定の品目の取引へのルールの適用が

始まった（注 30）。 
 
AfCFTA域内の投資を促進することを目的として投資に関する議定書が 2023年にアジス

アベバにおける総会において採択された。その 25 条は以下のとおり規定する。 
 

1. State Parties shall ensure environmental, labour, and consumer protection, 
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taking into account domestic policies, international best standards and 
relevant international agreements to which they are parties, and shall 
continue to improve their standards within their domestic laws and 
regulations. 

2. State Parties shall not encourage investment by relaxing or waiving domestic 
standards, compliance with environment, labour and consumer protection 
laws and international minimum standards. 

 

シンプルな規定であるが、国内政策と国際基準とを考慮して労働基準の改善を継続する

義務が明記されている。投資を誘致するために、環境、労働者、消費者保護の水準を切り

下げるのでなく、むしろこれらの水準を適切な水準に引き上げていくことがむしろ投資を

呼び込むことにつながるとの認識が示されている。その認識の前提にあるのは、労働基準

について、労働者の「保護」というよりも、雇用者が人的資源を使う潰すよりもそのポテ

ンシャルを引き出す方向で行動するように促す、という発想であろう。 
 
途上国がこうした問題に対して全般的に消極的であるとはもはや言えないというべきで

あろう（注 31）。国内に存する人的・物的資源を有効に活用しようとする意欲を受け止める対

応を考えたほうがよいのではないか。 

第 4 節 検討 

1．労働者保護の意義をどう捉えるか 

ILO が提示した conditional か promotional かという分類は、EU の方針変更により、米

欧を区別する基準としては有用性を失いつつあるように思われる。（見方によっては、米

国もかつては、promotional 型の例があり、運用としても支援がされており、米欧とも時

期の違いこそあれ、promotional 型から conditional 型へという流れは違いがないとも言え

る。）先進国と途上国との考え方の違いを説明する分類としては依然として有効であると

は言えるものの、先進国と途上国とを区別するならば、すでに述べたように、より重要な

分類の基準として、労働者保護を市場アクセスを付与する前提として競争条件の公平さが

確保されているか否かを判断する要素とするか、経済を統合する前提としてそれぞれの経

済政策が人的資源の維持・発展という点において適切であるかどうかを判断する要素とす
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るか、を提示したい。あるいは、FTA を追求する戦略が、輸出拡大志向か、経済全体の相

互依存関係の強化を志向しているかに着目すると言い換えても良い（注 32）。 

この点、労働者保護の意義をどう捉えているかが鍵となる。労働者の「人権」という発

想は、人権が一つの価値であり、経済性や企業の営利追求と対立することを前提とするの

が通常であろう。この価値を蔑ろにしてコストを負担しないことは不公正であるし、国が

違うからといって保護の水準が違ってよいという考え方にはなかなかならない。これに対

して、人的資源を涵養し、浪費を避ける、という側面を重視することも可能である。たと

えば、労働力の再生産すらできない賃金水準や危険な労働環境下で働かせることは人的資

源を遣い潰すことになる。また長時間労働は、労働力を毀損するだけでなく、経済活動以

外の活動をさせないことで、人的資源の最適な活用を妨げている面がある。社会全体の持

続可能性を向上させるためには、人的資源のポテンシャルを最大化し、かつ、経済におけ

るモノ・サービスの生産・配分の効率化のみならず、家庭、地域社会その他において個人

の社会的能力の拡大・信頼関係の構築等の機能が最適に発揮されるようにすることが必要

であろう。労働者保護は必要であるが、具体的にどうあるべきかは他の要素との関係で決

まり、国ごとに違って当然であるという考え方につながる。 
 
米が今日追求している FTA における労働章は、明らかに前者の立場に立ち、EU の FTA

における持続可能性章も前者に接近しているように思われる。これに対して、途上国は、

後者の線を追求しているように思われる。また前者は、GATT/WTO 協定の下で支配的で

あった発想であり、これに対して、後者は、ITO憲章につながっている。日本の EPAは、

先に述べたように、市場アクセスに重点があるので、どちらかと言えば、後者よりは前者

であろうが、積極的に前者を追求しているわけではない、というところであろう。むしろ、

米欧と途上国とで向かう方向が大きく異なってきている中で、どちらを採るのか旗印をは

っきりさせる必要に迫られつつあるように思われる。 

 

2．FTA の意義の変化をコンテクストとして 

この点を考える上で考慮すべきは、国際経済秩序における FTA の位置づけである。輸出

拡大か経済統合かという視点は既に言及したが、この区別は多角的体制が揺らぐ現状にお

いて重要性が増してきた。かつて、FTA については、自由貿易体制の building block か

stumbling block かという問いがあった（注 33）。GATT24 条において最恵国待遇義務の例外
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として認められているものの、GATT が再発を阻止しようとしたブロック経済化につなが

る可能性を重視して警戒するか、究極的な貿易自由化につながる過程として歓迎するか、

という問題として把握されていた。この問題は、ドーハ開発アジェンダが挫折し、WTO

における関税交渉が停滞したことへの対応として、各国が FTA を追求するようになったこ

とで正面から取り上げられ、後者の方向に議論が収束したように思われる。 
 
しかし、経済安全保障が強調されるようになった今日、そもそも多角的な貿易自由化が

目標として共有されているとは WTO 加盟国の間ですら言えない。そうだとすると、FTA

の位置づけについても見直しが必要であろう。すなわち、GATT/WTO において進められ

た貿易自由化は、経済的相互依存の武器化をためらわない大国が登場している現状では行

き過ぎていると認識せざるを得ない。米国は、IEEPA による相互関税を掲げて、米国産品

だけの市場アクセスの改善や米国への投資約束を取り付けている一方で、通商拡大法 232

条その他によって関税を一方的に引き上げるなど、国際ルールをあからさまに無視して、

経済安全保障を追求している。中国については、外交問題において譲歩を迫る手段として

貿易制限を実施するいわゆる経済的威圧行為がしばしば指摘されている。他の加盟国も貿

易救済法の発動によって自国産業を保護しているし、経済的依存を減少させるべく国内生

産を強化するための補助金を増加する動きもある。さらに、EU においては GATT28 条に

言及して鉄鋼製品に対する関税譲許を修正して関税を引き上げることを宣明している（注 34）。

信頼が薄れた他の加盟国に対する経済的依存を緩和する手段としては生産補助金よりも関

税引き上げの方が優れており、今後、GATT28 条に依拠して、重要物資の国内生産を増加

するために関税を引き上げる加盟国が増える可能性すら想定される。 
 
世界的な関税撤廃がゴールでなくなれば、FTA の意義も貿易自由化以外に求める必要が

あり、またその前提となる GATT/WTO の役割についても再考する必要がある。たとえば、

GATT/WTO レベルにおいては、信頼はしていないが対立には至らない加盟国との関係に

適用されるルールであり、経済的相互依存をそのレベルに維持すべくそれなりの関税水準

を維持することになる。したがって、FTA は、経済統合を役割とし、すなわち信頼できる

加盟国との間で安定したサプライチェーンを構築できる経済圏を作り上げるための基礎と

いう位置づけになろう。つまり、GATT/WTO とは次元が異なる役割が与えられ、WTO 体

制における主体の単位を大きくするものと捉えるべきであろう。 
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そうなると FTA 内では、関税撤廃その他の市場アクセスの確保に止まらず、経済全体に

ついて不適切な政策が採用・実施されないよう相互に監視し、相互の改善を協力して実現

していくことが必要になるはずである。つまり、WTO と異なり、FTA においては社会条

項を置く方がむしろ当然、ということになる。 

 

3．日本の EPA はどうすべきか 

この観点からは、市場アクセスを重視し、労働基準その他の国内政策について特段の規

定・相互の改善メカニズムを置かない日本の EPA はその戦略的意義の見直しが必要であろ

う。信頼できるサプライチェーンを構築するためには、労働基準については、単なる労働

者保護というコスト負担を渋々引き受けるのではなく、関係国全体での人的資源の開発と

利用の適正化という角度から積極的に取り上げるべきではなかろうか。途上国間の FTA や

投資協定においても労働基準等に関する取り決めが置かれ始めていることに鑑みれば、途

上国みずから取り組もうとしていると認識すべきであり、FTA の文脈で取り上げること自

体に抵抗があるとは言えない。 
 
ただし、どのように取り上げるかについては、慎重な考察が必要である。WTO 協定に

おいて社会条項が拒否されたことを考えると、国内産業保護の口実として労働問題が持ち

出されること、あるいは自国の状況に合致しないレベルの労働者保護を求められることに

対する懸念があると想定するほうが安全だからである。 
 
その観点からは、既に述べたように、労働者保護を「人権」という角度からでなく人的

資源の有効活用という観点から捉えることが求められる。「人権」という角度から考える

と、人権保護と経済発展とが矛盾対立する価値であり、どちらを優先するかの決断が反映

されている特定の ILO 条約などの国際的合意を解釈・適用することになりやすい。「人権」

概念が普遍性を前提とすることに鑑みれば、この営みにおいて、国内の現実の状況を考慮

に入れる余地はあまりない。こうした認識枠組みの下では、この問題を司法的判断に委ね

ることは「人権」概念の発祥地でない国・地域にとって予想外の結果を招く危険がある。

これに対して、人的資源の有効活用を目的と考えれば、経済発展に優先するのでなく、長

期的な経済発展を実現するためにどのような労働者保護措置が適切かという観点から最適

解を追求することができる。国際労働基準の考慮については、これをそのまま適用するの
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でなく、参照しつつ最善を探る、という営みになる。かかる営みは、司法的手続よりも、

ILO において採用されているように、政労使 3 者の話し合いによってコンセンサスを形成

しながら実現を図っていくという方式がもっとも向いている。日本企業の行動パターンは、

協力をベースにするものであるから、後者のやり方になじむ。サプライチェーン上におい

て問題が発見された場合に、当該サプライヤーを排除するのでなく、改善を求める傾向が

欧米企業に比して強いとの指摘がある。 
 
さらに、そうした協力を通じて、FTA パートナー国の労働政策に対して信頼をもったな

らば、そのことを、他国、とりわけ対欧米に対して主張し、不当な介入を押し返す手助け

をすべき、というよりも、その方向で協働態勢を構築すべきである（注 35）。こうした経験は、

域内の信頼関係をより高めるであろう。この点、日本企業は、労働基準の問題について、

協力的な態度、すなわち、労働条件が不適切である企業との取引を取り止めるのではなく、

取引を維持するために協力して改善しようとする傾向にあると聞く。官民で方向を揃える

ことは難しくないのではないか。 

第 5 節 終わりに 

トランプ政権の関税政策に象徴されるように世界経済秩序は流動化しており、多角的貿

易体制は大きく揺らいでいる。しかし、トランプ政権の関税政策を、外在的な衝撃と捉え、

GATT/WTO を衝撃から守る、これまで積み上げてきた自由貿易体制に復帰するという発

想が通用しないことが認識されつつある。 
 
より根本的な問題は、WTO 体制にひずみがたまっていることである。世界戦争の再発

防止のためにブロック経済化を阻止し、すべての国が経済的繁栄を謳歌するように協力す

る枠組みとして合意されたはずの GATT を、一方では、輸出利益を追求する仕組みとして

活用してしまい、他方で自国産業を保護する関税の水準が下がるに連れて対応を急ぐべき

であった国内経済政策上の対応が遅れた。その遅れに対する不満が多角的貿易体制に向け

られている。トランプ政権の関税政策はその不満に対応するものとして採用されたのであ

る（注 36）。つまり、GATT/WTO 協定の実施において累積した歪みが原因であり、ここまで

遡った上で対応を考える必要がある。 
 



 

41 

本稿が推奨する、FTA における「貿易と労働」に関する積極的な戦略は、その角度から

の一つの提案である。FTA を日本からの輸出市場の拡大でなく、サプライチェーンを安心

して構築できる国境を越える経済空間を設ける仕組みと捉えること、したがって、WTO

は、貿易自由化をひたすら目指す仕組みでなく、それほど信頼できない国との関係を適切

な距離を置き、かつ差別を避けることで国際関係を安定させる仕組みとして捉え直すこと

を提案している。サプライチェーンを安心して構築できる領域を形成するためには、労働

者保護に止まらず、環境保護、産業政策、さらに財政・金融政策まであらゆる政策領域の

適正化を協力して進めるガバナンスを構築すべきであり、これを FTA の規定に反映させる

べきである。米国は、FTA 締約国からの輸入に対しても安全保障例外を主張して関税を引

き上げるし、EU は、FTA の中でも、パートナー国からの輸入についても GATT28 条に基

づく鉄鋼製品の関税引き上げを適用するか否か、またCBAMによる輸入課徴金の負担を課

すか否かなど、戦略パートナーとの関係強化か輸出市場としての確保かを使い分ける戦略

を採用しているようであるが、日本としてどう考えるのかが問われよう。 
 
歴史を振り返れば、ITO 憲章は、関税障壁がそれほど低くなっていない状況で労働者保

護に対する規律を導入するものであり、批准が進まなかったのは、規律の必要性を感じる

よりは、国内主権に対する制約に対する過剰感・拒否感が強かった可能性がある。これに

対して、FTA を締結して関税を基本的に撤廃すれば経済的相互依存関係は格段に高くなる

ので、相手国の労働者保護その他の国内政策に無関心でいられるはずがない。FTA の狙い

を単に輸出を容易にするだけでなくサプライチェーンを安心して構築できるだけの信頼関

係を構築する仕組みとすれば、そのための手立てが今以上に必要とされよう。労働者保護

を人的資源の活用という観点から捉え直すことは、そうした仕組みの設計のための有益で

あろう。米中 EU がその市場を閉じつつある中で、規模も小さくさらに縮小傾向にある日

本市場が、分断された市場それぞれにおいて現地化を進めていく戦略に切り替えつつある

企業にとって魅力を失うことにならないか懸念される。既存の FTA をアップグレードして、

企業が事業を安心して展開できる経済空間としての「質」を向上させることが急務である

ように思われる（注 37）。輸出・外国投資といった「日本から」の視点を改め、より俯瞰的に、

日本が締結した FTA の中で戦略的な位置づけを与えるものを特定し、その締約国全体の経

済を統合すべく、高度なガバナンスのある仕組みを構築することが求められているのでは

なかろうか。 
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注 
 

1  法的概念としては、GATT 上定義がある自由貿易地域（Free Trade Area）のほうが適切であるが、こ

こでは広く、二国間又は地域における関税障壁の撤廃・削減を目的とする通商協定を指す Free Trade 
Agreement の略称として FTA という用語を用いる。 

2  たとえば、International Labor Organization, “The Social Dimensions of Free Trade Agreements”, 
6 November 2013, available at ILO site <https://www.ilo.org/publications/social-dimensions-free-
trade-agreements>.（以下、「本件 ILO 報告書」という。） 

3  そのテキストは、WTO の HP <https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/havana_e.pdf>から入手

可能。また日本語による研究として、東京商科大学国際関係研究会『国際貿易憲章の研究』（有斐閣、

1948 年）を挙げておきたい。 
4  Report of The Tariff Negotiations Working Party, General Agreement on Tariffs and Trade, 

E/PC/T/135, 24 July 1947, para. 6. 
5  この点、「社会条項」の試みと反対について、参考、Junji Nakagawa, “Resurgence of the Social 

Clause?: A critical analysis of labor provisions in RTAs in the Asia-Pacific region” , RIETI 
Discussion Paper Series 24-E-009, p.1; Steve Charnovitz, “The influence of international labour 
standards on the world trading regime: A historical overview,” International Labour Review, 
Vol.126, No.5, 1987, pp.565–584. 

6  Singapore Ministerial Declaration, WT/MIN(96)/DEC. adopted on 18 December 1996, available at 
WTO site <https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min96_e/wtodec_e.htm>.仮訳として、外

務省の HP <https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/wto/2-i.html>を参照。 

7  ILO, “ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work” adopted on 18 June 1998, available 
at the ILO site <https://www.ilo.org/sites/default/files/2024-04/ILO_1998_Declaration_EN.pdf> 

8  ILO, Declaration concerning the aims and purposes of the International Labour Organisation, 
Declaration concerning the aims and purposes of the International Labour Organisation 
(DECLARATION OF PHILADELPHIA), adopted on 10 May 1944, available at the ILO site   
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjj5I_rvd-
SAxVhqFYBHXgyIEoQFnoECBsQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fmedia%2F271816%
2Fdownload&usg=AOvVaw1C5ysIHbgcwWpzS3gEcwkG&opi=89978449> 

9  こうした主張を排斥するため、ILO 宣言 5 項は、労働基準が貿易保護主義の目的で使われてはならな

いとする。“[ILO] Stresses that labour standards should not be used for protectionist trade purposes, 
and that nothing in this Declaration and its follow-up shall be invoked or otherwise used for such 
purposes; in addition, the comparative advantage of any country should in no way be called into 
question by this Declaration and its follow-up.” 

10  本件 ILO 報告書、Key Findings の第 3 段落を参照。 

11  2004 年 8 月 5 締結。そのテキストは、USTR の HP <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-
agreements/cafta-dr-dominican-republic-central-america-fta/final-text>から入手可能。 

12  テキストは、USTR の HP <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/united-states-
mexico-canada-agreement/agreement-between>から入手可能。 

13  Final Report of the Arbitral Panel Established Pursuant to Chapter Twenty - In the Matter of Guatemala 
– Issues Relating to the Obligations Under Article 16.2.1(a) of the CAFTA-DR, 14 June 2017, available at 
<https://www.trade.gov/sites/default/files/2020-
09/Guatemala%20%E2%80%93%20Obligations%20Under%20Article%2016-2-
1%28a%29%20of%20the%20CAFTA-DR%20%20June%2014%202017_1_0.pdf>  

14  具体的案件について、USTR の HP ＜https://ustr.gov/trade-topics/enforcement/dispute-settlement-
proceedings/fta-dispute-settlement/usmca/chapter-31-annex-facility-specific-rapid-response-labor-
mechanism＞を参照。 
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第 3 章 米中の関税戦争と経済安全保障 

高崎経済大学 

名誉教授 梅島 修  

第 1 節 序論 

2026 年初頭、米国はベネズエラに侵攻し、66 の国際機関からの脱退を表明して、世界

戦略を大きく転換していることを明確にした。また、国際貿易の規律を定める世界貿易機

関（World Trade Organization: WTO）のルールは対中対抗措置の障害であると激しく攻

撃し、最恵国待遇は過去のものとまで言い放っている（注 1）。 

中国は、米国が 2025 年に課した国際緊急経済権限法（International Emergency 

Economic Power Act: IEEPA）に基づく関税（以下「IEEPA 関税」）に対し、日欧を始めと

する各国が選択した妥協の道を選ばず、対抗関税、レアアース輸出禁止を含め真っ向から立

ち向かい、同年 10 月 30 日の米中首脳合意では一定の勝利を収めたとしている。WTO 改革

論争では最恵国待遇は WTO の根幹であり続けるとして、米国の主張に反論している（注 2）。

そのような中で 2026年 2月 20日、米国連邦最高裁判所は IEEPA 関税を違憲する判決（注 3）

を下した。 

本稿では、このような状態に至った中米通商関係を概観し、今後の両国の経済安全保障

を展望する。 

第 2 節 中国の通商戦略 

中国の通商政策は、独自の貿易圏の構築を目指した「一帯一路」、重点分野を中心とし

て強国化を図る「中国製造 2025」を柱としている。そして、その貿易力を背景に経済的威

圧を行っている。 

 

1．一帯一路 

中国は 2013 年 11 月、米国が創設に動き出した環太平洋パートナーシップ協定（Trans-

Pacific Partnership: TPP）に対抗する独自の貿易圏を形成しようと「一帯一路」構想を立

ち上げた。これはシルクロード沿線諸国からの石油、天然ガスと輸出先の確保を目論んだ
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経済安全保障策とされる。その後、対象国をアフリカ、南太平洋諸国、中南米まで拡大し

た。 

しかし、2010 年代後半にはプロジェクト融資の不良債権化、外貨準備高の減少、米中対

立の激化などにより対外支援の量的拡大が困難となる。2021 年 11 月には「量から質への

転換」をおこなって（注 4）、小規模プロジェクトに軸足を移し、政策銀行、国有企業、民間

企業が一体となって商業ベースの採算性とリスク管理を考慮した対外融資に絞り込んでい

った。また、融資の重点国・地域を、供給網の観点からシルクロード沿線国の ASEAN 諸

国、パキスタン、エジプトなどに、重要鉱物資源の観点からコンゴ共和国、UAE、チリ、

ペルー、インドネシアなどに絞り込んでいる。現地インフラ整備事業では地元住民への職

業教育・訓練を通じた親中化を図る一方、アフリカ諸国のインフラ整備は抑制的になって

いる（注 5）。 

 

2．中国製造 2025 

中国は 2015 年、国内産業を強化しサプライチェーンの内製化・自立自強により 2025 年

までに世界の製造強国の仲間入りを、2049 年までに世界の製造強国の先頭グループ入りを

目標として、「中国製造 2025」を開始した。具体的には 10 分野（注 6）を重点分野として優

遇融資、補助金など資金提供を急増、集中させ、海外からの技術導入を行い、その発展に

努めている。2015 年に 1,500億元に届かなかった中国の産業補助金は、2020 年には 2,000

億元を上回り、その 5 割を重点分野に当てている（注 7）。このような輸出力強化が現在の中

国の経済安全保障の根幹となっている。 

その結果、新造船、鉄道、電気自動車分野では世界を牽引する技術力を獲得し、風力及

び太陽光発電、農業機械、次世代情報製品では高い自立力を得たとされた（注 8）。医薬品原

料では世界生産の 3 割を占め、電気自動車（EV）では世界販売台数の 5 割、新造船では世

界受注の 7 割、太陽光パネルの生産能力では 8 割超を握るに至った（注 9）。 

2025 年 11 月に公表された米国連邦議会の米中経済・安全保障委員会は、重点 10 分野の

うち 9 分野で少なくとも一部は目標を達成したと評価している（注 10）。基礎的なレガシー半

導体では世界市場占有率47％に達した。造船では世界の船舶受注の48％を占め、世界上位

5 社は中国の造船会社である。電気自動車販売は 2021 年に 350 万台に達し、国内市場占有

率は 91%となった。電力設備では 2023 年までに発電機について世界市場の 80%超、超高

電圧トランスの 90%を占めている。医薬品分野では有力研究者が多数帰国し、2022年だけ
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で 26 件のクラスⅠの革新的薬品が承認されている。 

このように中国製造 2025 は高い成果をあげている。特に、海外からの技術移転その他

によって取得した既存技術を応用して実務に適用し、優遇融資を含む補助金、世界市場に

おける競争他者の価格を下回る略奪的価格などによる市場奪取というシナリオに沿って発

展し、世界市場を席捲した。他方、同報告によると、コア技術の遅れや基礎研究力の弱さ

から基礎研究を要する分野は伸びていないとされる。 

 

3．貿易力の武器化・経済的威圧 

2010 年、中国はそれまでの「韜光養晦」路線を変更し、日本に対するレアアース輸出制

限を発動した。その後も他国と政治的対立が生ずると、その国との輸出入を制限する経済

的威圧を行っている。その件数は 2016 年以降に急拡大し、カナダ産菜種の輸入制限をお

こなった 2019 年には年 20 件を数え、その後も豪州産大麦、ワインの AD 措置（2020）、

日本産水産物の輸入禁止（2023, 2025）、日本への渡航制限（2025）など頻繁に発動して

いる。 

三浦によると「習近平総書記は、重要産業における“キラー技術”を掌握し、サプライ

チェーンの支配力を高めることが出来れば、各国の『中国依存』は深まり、中国は対立す

る国による供給遮断に対し供給遮断で対抗する『反撃力』と、供給遮断を思いとどまらせ

る『抑止力』を獲得することが出来る、と考えている」（注 11）。 

今後も、中国製造 2025 の重点産業の強化に比例して、より攻撃的に経済的威圧を発動

して経済安全保障を確保すると思われる。 

 

4．中国の通商政策・経済安全保障の今後 

一帯一路のさらなる規模拡大は外貨準備高が回復してきたといはいえ 3.3 兆ドル台にと

どまっているところから困難と思われる一方、中国製造 2025 により重点分野の多くが強

力な輸出力を獲得し、中国の経済安全保障の原動力となっている。 

2025 年 12 月中国共産党中央政治局会議は、より積極的な財政政策と適度に緩和的な金

融政策を引き続き実施していくとしており、世界市場を席捲する輸出品目をレアアースか

ら、太陽光発電、風力発電、医薬品、レガシー半導体などへ拡大する従来の路線を今後も

継続するものと思われる。しかし、このような成長手法、特に産業補助金の集中投下と技
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術の窃取による発展は、後述するように米国の警戒を深めてしまっている。また、各国の

相殺関税その他の貿易救済措置の対象となっている。WTO データによると、2015 年以降

2025 年 6 月末までに WTO 加盟国は合計 257 件の相殺関税措置を発動しているが、そのう

ち約 44%（112 件）は中国産品輸入に対してである。 

かかる状況に対応すべく、2020 年 5 月の中国共産党中央政治局常務委員会では「双循

環」、すなわち国内・国際の 2 つの循環による相互発展が提起され、供給側の構造改革と内

需拡大により、拡大均衡を目指すとされた。2025 年 10 月の重要会議のコミュニケでも

「自立自強」、すなわち他者の力を頼らずに自分自身の力で強くなることが協調されてい

る。しかし、国内需要は脆弱である。GDP の 3 割を占めるとされる不動産の不況の出口は

見えず、農村部との所得格差、社会保障制度の不整備、住宅価格高騰による家計の債務負

担、少子高齢化、農村部からの余剰労働力の枯渇などが足かせとなっている。 

このため中国は、輸出拡大による輸出先との軋轢により困難な局面に直面するとしても、

輸出に依存した経済発展を目指さざるを得ない。その結果、経済安全保障を確保する観点

からも、WTO 規律を支持する立場を継続すると考えられる。 

他方、輸出力の拡大は、他国の中国対抗策に対する経済的威圧の発動を容易にする。 

第 3 節 米国の対中戦略と経済安全保障 

米国は 2017 年、一帯一路政策及び中国製造 2025 政策を受けて、対中戦略を協調路線か

ら対抗路線へと大転換した。本節では、米国の対中戦略を中心とした経済安全保障政策の

変遷と今後を検討する。 

 

1．2017 年 12 月・米国国家安全保障戦略と対中関税政策の発揮 

(1) 2017 年 12 月・米国国家安全保障戦略 

2017 年 12 月、対中戦略の転換を明言した国家安全保障戦略（注 12）が発表された。 

同報告書によると、米国は何十年も中国の再興を支援し、戦後の世界秩序の中に中国を

統合することが中国を民主化すると信じてそれを根源としていたが、その希望とは逆に中

国は、その力を他の国家の負担により拡大し、国家主導経済モデルが適用される範囲と自

国の権威主義体制を拡大している。よって、市場を歪める不公正な貿易慣行に対して、あ

らゆる適切な手段を使って対抗するとした。その一方、価値観を共有するパートナーと協
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力して、公正で相互的な経済秩序のルールを守り、近代化するとした。 

 

(2) 第Ⅰ期トランプ政権の対中関税政策 

2017 年 1 月に大統領に就任したドナルド・トランプ氏は同年 8 月、外国技術及び知的財

産の国内移転を推進する中国の政策について 1974 年貿易法 301 条に基づく調査を開始し

た。翌年 4 月、調査結果を受けて産業ロボット等 1300 品目の中国製品に 25％の関税を課

した。それに対して中国が対抗措置をとると、米国は対象品目を拡大し、2019 年 12 月ま

でに全品目に 10%から 25%の関税を課した（注 13）。 

2018 年 3 月、中国を最大とする世界的な過剰生産能力による鉄鋼及びアルミ製品の輸入

が米国産業を破壊して安全保障を危うくしているとして、1962年貿易拡大法 232条に基づ

き鉄鋼に 25％、アルミ製品に 10％の関税を課した（注 14）。その後、同盟国と数量制限、関

税割り当てに合意し、一部製品については対象から除外する手続きを進めた。 

これら措置は WTO パネル報告書で WTO 協定不整合とされた（注 15）。しかし、米国はそ

れら報告を上訴して結論に至れない状態とし、現在も措置を継続している。 

 

2．バイデン政権下の対中政策 

2021 年 1 月に成立したバイデン政権は、前政権の対中政策を踏襲し、中国の威圧行為及

び非市場経済を濫用した貿易行為に対抗すること、そのため民主主義国家や他の同志国と

協力すべきであることを強調している。 

 

(1) サプライチェーン強靭化策 

2021 年 2 月、バイデン大統領は、経済的繁栄と国家安全保障を確保するため、強靭で多

様性があり安全なサプライチェーンを構築する具体策の検討を関係省庁に求めた（注 16）。そ

こでは、米国の価値を共有する同盟国やパートナーとの緊密な協力は、集団的な経済・国

家安全保障を強化し、国際的な災害や緊急事態に対応する能力を高めると指摘している。 

同年 6 月に公表された具体策（注 17）では、中国が大容量バッテリーの主要材料であるリ

チウムの 80％、コバルトの 60%、レアアースの産出 55%及び精錬 85%を占めており、米

国経済に致命的な脆弱性があることに懸念を示した。また、半導体及び先進パッケージン

グ、大容量バッテリー、重要鉱物及び材料、医薬品及び医薬品原薬の分野で国内生産を拡
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大するための支援を要するとした。これを受けて備蓄、供給源の多角化を促すべく2022年

8 月 9 日、CHIPS & Science Act of 2022 が成立した。 

 

(2) 2022 年 10 月・米国国家安全保障戦略 

2022 年 10 月に発表された国家安全保障戦略（注 18）では、自由で開かれた安全で繁栄し

た国際秩序に向けて、民主主義国家や他の同志国と協力を深め、また米国と建設的に協働

しようとするいかなる国とも協力するとした。 

中国については経済・外交・軍事・技術力を併せ持つ唯一の競争相手であるとの認識を

示した。よって、中国が各国に沈黙を強いる威圧に屈せず、非市場経済を濫用した貿易ル

ールの侵害に対し、世界中の同盟国・パートナーの労働者と企業が繁栄できる公平な競争

環境を整えるためのルール作りに向けて、パートナーを結集させなければならない、とし

ている。 

 

(3) 2021～2024 4 か年サプライチェーン見直し報告 

2024 年 12 月に公表された報告書（注 19）はバイデン政権 4 か年でエネルギー、農産物・

食品、医療品、情報通信技術、輸送、防衛分野でのサプライチェーン強靭化に成果をあげ

たと評価した。しかし、中国は依然として非市場的な政策や慣行を通じ市場を歪め、海外

競争相手を排除して意図的に重要製品や重要分野の世界市場を独占し又は大きな部分を占

め、中国依存と米国のサプライチェーンの脆弱性を悪化させている。その前例のない規模

と深刻な影響は、中国が依存関係を「武器化」する場合に顕在化していると指摘した。 

今後、米国は受動的な「事後対応型」政策から、包括的な「予防型」政策へ転換すべき

であるとして、特に、鉄鋼・アルミニウム、太陽光（ソーラー関連）、重要鉱物、電気自

動車、大容量バッテリー、半導体、医療品、港湾設備、無人航空システム、造船などの業

界調査を拡充して、サプライチェーンに十分に配慮した透明性およびトレーサビリティ要

件を導入すべきであるとしている。 

また、包括的な 非市場型政策・慣行への貿易救済措置を強化し、対抗措置を同盟国と協

調して実施すべきであるとして、越境補助金への相殺関税措置の賦課、EUの中国産EVへ

の相殺関税賦課を評価している。 
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(4) バイデン政権の関税・輸出制限政策 

バイデン政権は対中関税を変更しなかった。政権末期の 2024 年 9 月 27 日には中国製造

2025 の重点分野を意識して 301 条措置を見直し、電気自動車や注射器の関税を 100%、太

陽電池の関税を 50%、バッテリー、重要鉱物、ガントリークレーン、鉄鋼・アルミの関税

を 25％へ引き上げるとした。さらに 2025 年 1 月からはタングステン、ウェファー、ポリ

シリコン、半導体、医療用マスク、手袋に 50%の関税を課した。 

また、中国への技術輸出制限を強化した。2022 年 10 月には、先端半導体、その製造装

置及びスーパーコンピュータ並びにそれらの技術輸出を許可制として、実質的に禁止した。

米国は、これに協調するよう日本、オランダへ要請し、日本は 2023 年 5 月、半導体 23 品

目の輸出規制に踏み切り、オランダも同年 9 月から最先端の半導体製造設備の輸出を制限

した。 

 

3．第Ⅱ期トランプ政権 

2025 年 1 月に再就任したトランプ大統領は米国の経済安全保障を維持拡大する政策とし

て、対中政策を継続・拡大する一方で、米国第一主義（Make America Great Again 

（“MAGA”））を訴求して同盟国との協調路線を変更し、同盟国も対象に含めた輸入制限措

置を発動している。 

 

(1) 米中経済・安全保障検討委員会 2025 年次報告 

米中経済安全保障検討委員会は 2025年 11月、年次報告書を議会に提出した（注 20）。同報

告書はバイデン政権における対中政策をさらに進めて、次のように述べている。 

中国は、中国製造 2025 に沿った産業政策、すなわち巨額な政府補助金その他の歪曲行

為により世界に「中国ショック 2.0」を与えており、米国はこれに対処すべきである。す

なわち、中国は鉄鋼や自動車を始めとした特定産業の窃取産品について自国で消費できな

い量を生産し、外国へ安値輸出し、この上ない価格戦争へと導いている。この手法により

医薬品、電子製品などの重要な世界サプライチェーンのチョークポイントを支配して、米

国及び同志国の生産多角化を阻害し、貿易を武器化している。 

旧来の貿易措置はかかる現代の問題に対応できておらず、アップデートが必要である。

今後は、次の対策を講ずる必要がある。 
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 投資規制の強化：中国などの外国投資に反証可能な「不承認の推定」を設ける。 

 第三国のためのアンチダンピング・相殺関税（AD/CVD）措置：デフレ輸出・補助金付

き輸出への対抗措置として、米国およびパートナー国は、自国の AD/CVD 措置の認定

に基づき、他の国に対して同国市場への中国産品輸入に同様な AD/CVD 措置を適用す

ることを要請できる制度を創設する。 

 サプライチェーンの脆弱性を解消するための長期戦略：既に武器化したレアアースなど

重要鉱物のみならず、中国がサプライチェーンを支配して武器化するであろう、医薬品

原薬、半導体基板、基本半導体のサプライチェーンについて透明化を図り、中国への依

存度を引き下げる。 

 中国製部品による経済・サイバー脅威から米国の電力網を保護する。 

 

(2) 米国国家安全保障戦略（2025 年 11 月） 

トランプ政権は 2025 年 12 月 4 日、米国国家安全保障戦略（注 21）を公表した。 

その序文で、これまでの経済安全保障政策の基本姿勢を変更することを示した。すなわ

ち、米国はグローバリズムと「自由貿易」という誤った方向に破壊的な賭けを行って、望

まない目標に向かっていたと批判し、今後は米国を黄金時代へと導く正しい選択を行うと

した。 

対中政策に方針変更はないものの激しい表現になっている。2017 年まで 30 年以上に亘

った対中政策は誤りであったとし、中国は既に現在の米国関税政策の変更に適応して、米

国への直接輸出を減少させ、メキシコを含む低・中所得国へ投資して生産して米国に輸出

していると指摘した。よって、今後は互恵性と公平性を優先して中国との経済関係を再均

衡する政策を実施し、中国の略奪的補助金・産業政策、不公正な貿易慣行、米国の雇用の

破壊と産業の空洞化、大規模な知的財産の窃取、文化的転覆行為などをやめさせるとして

いる。 

 

(3) トランプ政権の関税政策 

第Ⅱ期トランプ政権の関税政策は、中国産品輸入に対抗する関税を積み増すのみならず、

同盟国を含む全世界からの輸入に関税を課したのが特徴である。 

中国産品輸入に対しては、フェンタニルを問題とした IEEPA関税として 1月に当初 10%、

その後 3 月 4 日から 20%を課した。4 月には世界各国との貿易赤字に対抗するとして、全
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世界からの輸入に 10％の IEEPA ベースライン関税を、中国産品輸入に対しては 34%の

IEEPA 相互関税を課した。中国が対抗関税措置を発動すると、対中 IEEPA 関税を引き上

げ、4 月 9 日には合計 145%を課した。中国がさらなる対抗措置としてレアアースの輸出制

限を行うと、5 月 14 日に対中 IEEPA 関税を 34％に引下げて、エスカレーションを止めた。 

トランプ大統領は習近平総書記と 10 月 30 日、翌月 10 日から向こう 1 年間、IEEPA 関

税を合計で 20%に引き下げ、中国貨物船への追加入港料賦課及び貿易制限リストの中国企

業追加を 1 年間延期する一方、中国はフェンタニル違法取引・輸出の取り締まり強化、レ

アアースの輸出管理強化の 1 年間延期、米国産農畜産品などに対する報復関税（対フェン

タニル関税）及び米国 301 条措置に対する報復措置の撤廃、2025 年の大豆輸入 12 百万ト

ン、来年以降 22 百万トンなどに合意し、休戦状態とした。 

 

4．米国の対中・経済安全保障政策の今後 

第Ⅱ期トランプ政権の経済安全保障政策は、第Ⅰ期及びバイデン政権から継続している

中国抑え込み・対抗政策の拡大と MAGA・米国利益優先政策の 2 つが混在していると思わ

れる。 

中国製造 2025 での成功分野を主たるターゲットとして、中国の洪水的輸出による世界

市場の支配、その輸出力の「武器化」に対抗するため、サプライチェーンを強靭化して米

国産業の保護、育成を図っている。さらに、同盟国と共同して中国に対抗してゆくことを

掲げている点でもこれまでと一貫している。 

他方、同盟国との協調姿勢を変え、自国市場の規模を背景として同盟国を含む全輸入に

追加関税を課した後に各国と個別合意を行って、自国への投資を含む経済安全保障を確

保・拡大することに躊躇しなくなった。この政策は、中国が自国市場への輸入制限を武器

化しているところと変わらないと思われる。 

WTO 改革意見では、名指しこそしないものの WTO 原則とは相容れない経済原則を維持

している国があることを指摘した。ここにMAGA政策を混合して、輸出国の慢性的な貿易

黒字は赤字国に経済的・政治的悪影響を与えているとも述べて、MFN 原則は今の時代に

不適切であるとしている。 

しかし、MAGA に基づく政策は詰めが甘いように見受けられる。2025 年 11 月 13 日に

は、米国内生産の難しい中南米産農畜産物の相互関税を撤廃・削減している。2026 年 2 月

中旬には鉄鋼アルミ関税 232 条関税の対象範囲を縮小する検討をおこなっていると報じら
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れている（注 22）。IEEPA 国別関税、232 条自動車関税も当初の税率から大幅に引き下げて

15%前後で各国と合意している。これらは、関税政策が国内市場の物価に対する配慮に欠

けていたことを示している。 

2026 年 2 月 20 日、連邦最高裁判所が IEEPA 関税を違憲とする判断を下して IEEPA 関

税を無効とすると、トランプ政権は同月 24 日より 1974 年通商法 122 条に基づき 10%の追

加関税を賦課して（注 23）、IEEPA 関税の代替としている。しかし、これは 150 日間の猶予

を得たに過ぎず、さらなる対応に迫られている。 

このように米国利益優先政策の適用手段は大幅な変更が迫られているが、中国に対抗し

かつ全輸入を制限して米国の経済安全保障の拡大を図る基本的部分は変わらないと思われ

る。よって、MFN 原則を無視した関税政策及び WTO 改革の主張は継続されるものと考え

られる。 

第 4 節 今後 

中国、米国とも自国の市場規模を背景として他国に圧力を加えることによる自国の経済

利益の安全及び拡大を図る方針であることに違いはなく、今後も変わらないと思われる。 

中国は、国内経済の停滞もあり、重点分野の輸出力、国際競争力を高めざるを得ない。

その結果、米国を含む輸出先との経済摩擦は深刻化することはあれ、軽減されることはな

いであろう。これにより、強化される輸出力を武器化して他国に経済的威圧をさらに行う

ことが十分考えられる。 

米国はこれに対抗するため、中国製造 2025 が重点分野としている産業の産品に過度に

依存しないよう自国への投資・生産拡大を中心としたサプライチェーンの再構築を進める

とともに、同盟国には対中政策としいて第三国のための貿易救済措置（AD/CVD 措置）の

発動に協力を求めてくるものと考えられる。そのため全世界からの輸入を制限して自国の

経済的利益の向上を図ると考えられるものの、MAGA に基づく関税政策は行き詰まる可能

性があり、予断を許さない。 

WTO 改革では、経済成長を輸出に依存している中国は自由貿易体制の維持が国益にか

なうところから WTO 原則の堅持を主張する一方、米国は関税率を国別に設定することを

念頭においた最恵国待遇原則の変更、貿易救済措置の発動要件緩和などを主張するものと

思われる。WTO 改革は混迷するであろう。 
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第 4 章 ウクライナ戦争をめぐる対ロシア経済制裁と投資協定仲裁 

早稲田大学 社会科学部 

教授 福永 有夏 

第 1 節 問題意識 

2022 年 2 月のロシアによるウクライナ侵攻以降、日本を含む多くの西側諸国がロシアに

対して貿易制限や資産凍結などの経済制裁を発動している（注 1）。こうした経済制裁は、国

連安全保障理事会の決議に基づかない一方的な制裁として発動されている。一方的な経済

制裁は、世界貿易機関（WTO）協定（注 2）や国際投資協定（IIAs）（二国間投資協定（BITs）

や自由貿易協定（FTAs）投資章などの総称）との適合性など、様々な国際法上の問題を提

起する（注 3）。 

本稿が注目するのは、対ロシア経済制裁に関する IIAs 上の問題である。 

2024 年ごろから、対ロシア経済制裁の対象となった投資家が、IIAs に基づく投資協定

仲裁（投資家対国家の紛争処理（ISDS））を多数申し立てている。これらの紛争はいずれ

も仲裁廷に係属中であり、まだ判断は出されていないが、経済制裁措置が IIAs の違法な収

用や公正衡平待遇義務違反にあたるかが問題となると予想される（注 4）。 

以下第 2 節では、対ロシア経済制裁に関連して付託されている投資協定仲裁を概観する

とともに、予想される IIAs 上の論点について検討する。第 3 節では、対ロシア経済制裁に

関連する IIAs 上のその他の動向を紹介する。 

第 2 節 対ロシア経済制裁に関連する投資協定仲裁 

1．申立ての概況 

(1) ウクライナに対する投資協定仲裁 

対ロシア経済制裁に関連して、最も多くの投資協定仲裁の対象となっているのはウクラ

イナである。 

1) ミハイル・フリードマンに関連する投資協定仲裁 

特に注目を集めているのが、ミハイル・フリードマン（Mikhail Fridman）（ロシア／
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イスラエル）に関連する仲裁である。フリードマンは、ABH ホールディングス（ルクセ

ンブルク）の共同創設者で、ピョートル・アベン（Pyotr Aven）（ロシア／ラトビア）

とともに ABH ホールディングスの主要株主となっている（注 5）。ABH ホールディングス

は、2023 年夏まで、センスバンク（Sense Bank）（2022 年 12 月までアルファ・バンク

（Alfa-Bank））を完全所有していた。 

2023 年、ウクライナは、法第 9107-1 号（Law No.9107-1）を制定し、国際的な制裁

（ロシアによる制裁を除く）の対象者が所有する銀行を国有化することを可能にした。

ウクライナは、同法に基づき ABH ホールディングスを制裁対象としセンスバンクを国

有化するとともに、フリードマンを刑事訴追した。 

これを受けて ABH ホールディングスは、2024 年 1 月 11 日（ICSID 登録日）、

Belgium/Luxembourg/Economic Union – Ukraine BIT（以下、BLEU 宇 BIT）に基づ

きウクライナに仲裁を申し立てた（注 6）。申立人は、少なくも 10 億 US ドルの補償を求め

ている（注 7）。2025年 5月の決定では、管轄権及び責任の段階と賠償額算定の段階とを分

離することが決定されている（注 8）。 

センスバンクの国有化をめぐっては、E.M.I.S.ファイナンス（E.M.I.S. Finance）（オ

ランダ）が Netherlands – Ukraine BIT（以下、蘭宇 BIT）に基づき 2025 年 3 月 10 日

（ICSID 登録日）に申し立てた仲裁もある（注 9）。E.M.I.S.ファイナンスは、2018年から

2021 年にかけて、ABH ウクライナ（ABH Ukraine Limited）（ABHU）（キプロス）に

対して貸し付けを行っていた。ABHU は、調達した資金でセンスバンクに出資していた。

E.M.I.S.ファイナンスは、センスバンクの国有化により ABHU の E.M.I.S.に対する債務

の履行が困難となったと主張している。 

このほか詳細は公表されていないが、フリードマンと関係を有することを理由にウク

ライナの制裁対象とされた CTF（ルクセンブルク）が、BLEU 宇 BIT に基づき 2024 年

8 月 16 日（ICSID 登録日）に申し立てた仲裁もある（注 10）。 

 

2）その他のウクライナに対する投資協定仲裁 

このほかのウクライナに対する投資仲裁として、まず、エアロック・ドイツ（Aeroc 

Investment Deutschland（Aeroc Germany））（ドイツ）が Germany – Ukraine BIT に

基づき 2025年 6月 18日（ICSID登録日）に申し立てた仲裁がある（注 11）。エアロック・

ドイツは、アンドレイ・モルチャノフ（Andrey Molchanov）（ロシア）と関係のある
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MJSC LSRグループに完全所有されており、また最近までエアロックLLC （Aeroc LLC）

（ウクライナ）を完全所有していた。2023 年、ウクライナはエアロック・ドイツを制裁

対象とし、LSR グループのエアロック LLC 間接的持分の差し押さえを決定した。 

また、スマート・エナジー（Smart Energy B.V.）（オランダ）とウクルガスヴィドブ

カ（Ukrgazvydobutok）（ウクライナ）が、2025 年 8 月 11 日（ICSID 登録日）に蘭宇

BIT に基づき申し立てた仲裁がある（注 12）。ウクライナは、ウクルガスヴィドブカ社（ス

マート・エナジーが所有）創業者であるヴァディム・ノヴィンスキー（Vadym 

Novynskyi）（ウクライナ）を制裁対象とし、ウクルガスヴィドブカ社に対するガス生産

許可を保留した。申立人は、ノヴィンスキーが同社の事業に法的に関与していないにも

かかわらず生産許可が保留とされたことは上記 BIT に違反すると主張している。 

2025 年 8 月 22 日（ICSID 登録日）には、エンウェル・エナジー（Enwell Energy plc）

（英国）が UK – Ukraine BIT に基づき仲裁を申し立てている（注 13）。エンウェル・エナ

ジー社は、ウクライナにおけるガス開発及び探鉱のライセンスを有している。申立人に

よれば、2023 年には、これらの資産の最終的な所有者はキプロスの受託者となっている

が、2024 年、これらの受託者がウクライナの制裁対象とされ、開発ライセンスが 10 年

間保留とされた。エンウェル・エナジー社は、スマート・エナジー社の関係会社である。 

また 2025 年 11 月 5 日（ICSID 登録日）に、オプティム・ホールディング（Optim 

Holding ）（オーストリア）がAustria – Ukraine BITに基づき仲裁を申し立てた（注 14）。

オプティム社は空調事業を行う会社で、オレグ・ズドフ（Oleg Zudov）（ウクライナ）

が起業した。ウクライナは、オプティム社がウクライナ侵攻後もロシアへの納税を続け

ているとして、2023 年から制裁対象としている。 

以上のほか、2025 年 10 月 13 日、石油ガス会社のタトネフチ（Tatneft）（ロシア）が

Russia – Ukraine BIT（以下、露宇 BIT）に基づき紛争通知（notice of dispute）を送

っている（注 15）。同通知によれば、ウクライナが刑事手続上の必要又は安全保障上の理由

で同社及び同子会社の資産を差し押さえ、差し押さえた財産をウクルナフタ（Ukrnafta）

に移転したことが問題となっている。 

 

(2) その他西側諸国に対する申立て 

一部の西側諸国の対ロシア経済制裁についても、複数の投資協定仲裁が申し立てられて
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いる。 

 

1) カナダに対する投資協定仲裁 

2024 年 8 月、ヴォルガ・ドニエプル航空（Volga-Dnepr Cargo Airlines）（ロシア）が

Canada – Russian Federation BIT（以下、加露 BIT）に基づき仲裁を申し立てている（注

16）。 

ヴォルガ・ドニエプル航空は、アレクセイ・イサイキン（Alexey Isaikin）（ロシア）

が創設した会社で、イサイキンは最近まで経営に関与していた。イサイキン氏はすでに

経営から手を引いているが、ヴォルガ・ドニエプル社はカナダによる制裁の対象とされ

ている（注 17）。 

2022 年 2 月以降、ヴォルガ・ドニエプル航空及びヴォルガ・ドニエプル・グループ子

会社の所有するヴォルガ・ドニエプル航空の貨物機アントノフ（Antonov） AN-124 が

トロント空港に留め置かれている。2023 年 6 月 10 日、カナダはロシア制裁の一環とし

て同貨物機の没収を命じ、2025 年 5 月には同貨物機の所有権をウクライナに引き渡すた

めの手続を開始した（注 18）。 

本仲裁において、申立人は、貨物機の没収が上記 BIT に違反するとして、少なくも 1

億 US ドルの損害賠償を請求している。2025 年 8 月、仲裁廷は、手続を管轄権段階と責

任及び損害賠償額算定段階に分離することを決定している（注 19）。 

このほかカナダに対しては、2025年 10月 10日、イーゴリ・マカロフ（Igor Makarov）

（モルドバ／キプロス）が仲裁の意向通知（notice of intent）を送付している（注 20）。マ

カロフは制裁の対象とされた後にロシア国籍を放棄したが、依然としてカナダの制裁対

象となっている。マカロフは、カナダの制裁対象にされていることは Canada – 

Moldova BIT に違反すると主張している。 

 

2) ルクセンブルクに対する投資協定仲裁 

2024 年 8 月 13 日にフリードマンが Belgium/Luxembourg – Russian Federation BIT

（以下、BL露BIT）に基づき申し立てた仲裁は、ルクセンブルクに対する知られている

初めての投資協定仲裁でもある（注 21）。 

フリードマンは、ルクセンブルクが、EU の制裁に基づき同氏の資産を凍結したこと

が上記 BIT 違反に当たると主張している。フリードマンは、プーチン大統領と関係を有
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するとの主張には根拠がなく、資産の凍結は違法な収用に該当すると主張している。な

お、EU 一般裁判所は、2024 年 4 月、フリードマンとアベンを制裁対象とした EU の決

定を取り消す判断を行っているが、EU は制裁対象を 6 か月ごとに更新しているため、

同氏は今も制裁対象になっている。 

 

3) ベルギーに対する投資協定仲裁 

ベルギーについては、ユーロクリア（Euroclear）（ベルギー）（注 22）をめぐって複数の

投資協定仲裁が申し立てられる可能性がある。すなわち 2025 年 9 月 2 日、ロシア人投

資家 2名が BL 露 BIT に基づきベルギーに対して紛争通知をそれぞれ送付した（注 23）。両

氏は EU の制裁対象ではないが、ユーロクリアが凍結した資産のなかには両氏の有する

資産も含まれる。ユーロクリアは、ロシア関係の資産を約 2,000 憶ユーロ保有している

と見られている。このほか名前不明の 2 名も同様の通知を送付している。4 氏は、EU の

第 18 次制裁パッケージ（注 24）がニューヨーク条約や ICSID 条約に違反すると主張し、

EU 裁判所にも訴えている。 

 

4) その他の投資協定仲裁 

このほか、Armenia – France BIT に基づきフランスに対して申し立てられた事件（注 25）

や、Russia – Switzerland BIT に基づきスイスに対して申し立てられた事件が知られて

いる（注 26）。またフリードマンは、英国の制裁に関しても 1 件の投資協定仲裁を申し立て

ているとされる（注 27）。 

 

2．主な争点 

(1) IIAs 義務違反 

対ロシア経済制裁に関連する投資協定仲裁においては、経済制裁そのものの正当性より

も、特定の投資家（申立人）を経済制裁の対象としたことの妥当性や手続の適正性が争わ

れると予想される。仲裁請求の内容が公表されている事件は少ないが、主として違法な収

用の有無や公正衡平待遇義務違反の有無が争点となると推測される（注 28）。 

まず、対ロシア経済制裁に関連して援用されている IIAs は、いずれも収用に関する規定

を定めている。たとえば蘭宇 BIT 第 6 条は、公共の目的に基づき適正手続に沿った形で、
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差別的でなく収用国が行った約束にも反せず、かつ補償がなされる場合を除き、直接的又

は間接的な収用を行ってはならないと定める。ただ、対ロシア経済制裁が間接収用に相当

するとみなされるのはまれと考えられる。というのも、所有権を移転しない措置が収用と

同等の効果を持つ（間接的収用）とみなされるためには、当該措置が投資家の財産を実質

的にはく奪するものでなければならないが（注 29）、対ロシア経済制裁として用いられること

の多い資産凍結やライセンスの保留などがそのような効果を持つ場合は限られるためであ

る。また、仮に経済制裁が直接又は間接収用に該当すると判断された場合であっても、被

申立人が正当な「公権力（police powers）」の行使であることを理由に補償の支払いは不

要であると反論することも考えられる（注 30）。その場合、対ロシア経済制裁が正当な公権力

の行使であったかが問題となる可能性もある。 

次に、対ロシア経済制裁に関連して援用されている IIAs のほとんどは明示的に公正衡平

待遇義務を定めているが、近年締結される IIAs と異なり、義務の内容を詳細に定めている

ものは少ない。たとえば加露 BIT は、第 3 条 1 項で、国際法の原則に沿って常に公正衡平

待遇を与えなければならないと定めるにとどまる。他方で蘭宇 BIT 第 3 条 2 項は、締約国

は公正衡平待遇を確保しなければならないと定めるとともに、不合理又は差別的な措置に

よって投資の利用などを妨げてはならないと定め、義務を一定程度明確化している。対ロ

シア経済制裁をめぐる投資協定仲裁においては、制裁の対象とされたことの恣意性やその

際の手続の不当性が公正衡平待遇義務に違反すると主張される可能性がある。 

公正衡平待遇義務に関連して、露宇 BIT は明示的に公正衡平待遇義務を定めておらず、

第 2 条 2 項で「法令に基づき完全で無条件の法的保護」を与えることを求めるにとどまっ

ている。仮に露宇 BIT に基づく投資協定仲裁が請求されれば、この規定の意味が問題とな

る可能性がある。ただし、同 BIT 第 3 条 1 項は最恵国待遇原則を定めているので、これに

基づき他の IIAs に基づく公正衡平待遇義務を適用することは可能である（注 31）。なお、露

宇 BIT は、条約の当初の有効期間を発効（2000 年 1 月 27 日）から 10 年間と定め、その

後終了通告がなければ自動的に 5 年間延長すると定めていた。2025 年 1 月 27 日、ウクラ

イナの終了通告によって同 BIT は終了した。サンセット条項による保護は 10 年間と定め

られている。 
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(2) 例外規定 

対ロシア経済制裁をめぐる投資協定仲裁で適用されている IIAs には、WTO 協定で見ら

れるような一般的例外や安全保障例外を定めているものはない。したがって、対ロシア経

済制裁が例外によって正当化されるかは争点とならないと考えられる（注 32）。 

関連して、BLEU 宇 BIT は、第 4 条 1 項で、他の締約国の投資家の財産の収用若しくは

国有化又は当該財産を直接的若しくは間接的に奪う効果を有するいかなる措置をとっては

ならないと定め、同 2 項で、公共の目的、安全保障又は国益に関する理由で 1 項からの逸

脱が必要である場合には、措置が適正手続に沿ってとられること、措置が差別的であった

り特定の約束に反しないこと、措置が十分で実効的な補償の支払いを伴うことと定めてい

る。これによれば、投資財産の収用が安全保障上の理由で行われたとしても、収用国は補

償を支払う義務を免れない。 

 

(3) その他の問題 

ロシアが締結した IIAs の中には、投資協定仲裁の対象を補償額に関する紛争に限定して

いるものがある。たとえば BL露 BIT第 10条 1項は、投資協定仲裁の対象を収用に対する

補償額及び補償の支払い方法に関する方法に限定している。このような IIAs に基づく仲裁

廷の管轄権は、収用の有無に関する紛争には及ばないと判断される可能性がある。ただし、

たとえば BL 露 BIT 第 3 条は最恵国待遇原則を定めており、ロシアが締結している他の

IIAs を根拠として投資協定仲裁の対象を拡大できると主張される可能性もある。 

対ロシア経済制裁をめぐる投資協定仲裁の多くは、ロシア国籍ではない投資家によって

申し立てられているが、申立人とロシアとの関係を理由に仲裁廷の管轄権が争われる可能

性がある。 

たとえばエネルギー憲章条約（ECT）第 17 条によれば、締約国は、「第三国の国民が所

有し又は支配する法人であって、当該法人が組織される締約国の地域において実質的な事

業活動を行っていないもの」や、「第三国の投資家の投資財産であって」当該締約国が当

該第三国の投資家との取引を禁止する」措置を採用している場合などにおいて、ECT 上の

利益を否定することができる。英国、ウクライナ、ドイツ、EU 及び EURATOM並びにス

イスは、本規定に基づきロシア又はベラルーシに関連する投資家又は投資財産に対する利

益否認を通告している。 
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このほか、EU の対ロシア経済制裁第 18 次パッケージによれば、EU の対ロシア経済制

裁に関連して EU 加盟国に対して申し立てられた投資協定仲裁の判断は公序良俗に反する

として承認又は執行を拒否すべきこと、またそのような投資協定仲裁判断に基づき支払わ

れた損害賠償金等は加盟国内の裁判手続を通じて回収されなければならないことが定めら

れている（注 33）。2025 年 10 月、スイスもこれに追随する決定をしている。 

 

(4) 一般国際法との関係 

一方的な経済制裁については、一般国際法上の対抗措置として正当化されるかが問題と

なりうる。 

この点国際法委員会（ILC）国家責任条文（ARSIWA）第 49 条 1 項は、他国の国際違法

行為によって被害を被った被害国については、当該行為の責任を負う国に対して対抗措置

をとることができると定め、同第 22条は、他国に対する国際義務に合致しない国の行為が

対抗措置を構成する場合には、その違法性は阻却されると定める。ARSIWA それ自体は条

約ではないが、上記の規定は被害国のとる対抗措置についての慣習国際法上の規則を反映

していると考えられる。 

他方、被害国以外がとっている経済制裁が対抗措置として認められるかは議論の余地が

ある。この点 ARSIWA 第 48 条 1 項は、被害国以外のいかなる国も、（a）違反の対象とな

った義務が、当該国を含む国の集団に対するものであり、かつ、当該集団の集団的利益の

保護のために設けられたものである場合、又は、（b）違反の対象となった義務が、国際共

同体全体に対するものである場合には、他国の責任を追及する権利を有すると定める。さ

らに ARSIWA 第 54 条は、当該被害国以外の国が、違反の中止、及び、被害国又は違反の

対象となった義務の受益者の利益のための回復を確保するために、責任を負う国に対して

とる合法的な措置を妨げるものではないと定めている。しかし、これらの条項が慣習国際

法を反映しているか、また慣習国際法を反映しているとして被害国による国際違法行為を

対抗措置（第三国対抗措置と呼ばれる）として正当化する効果を有するかについては疑問

もある。 

対ロシア経済制裁に関連する投資協定仲裁においては、同制裁そのものの正当性はほと

んど問題となっておらず、同措置が対抗措置として正当化されるかが争われる可能性は低

い。 
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ただ、上述した EU の第 18 次制裁パッケージは、IIAs が投資家に与えている投資協定

仲裁を付託する権利を実質的に制限するものといえ、これが対抗措置として正当化される

かが潜在的には問題となりうる。 

第 3 節 その他の関連する動向 

1．ロシア凍結資産の活用 

G7 は、「ロシアに対する責任ある制裁を通じたウクライナ支援」として、ロシア凍結資

産の運用益を活用することに合意した。この点日本は、4719 億円（33 億ドル）を融資す

ることになっている（注 34）。 

関連して、ウクライナは凍結資産を没収して活用することも求めているが（注 35）、没収に

ついては国家免除原則に違反するとの懸念のほか、ロシアが対抗措置としてロシアにある

欧州資産を没収することも懸念されている。2025 年 10 月、EU は、凍結資産を裏付けに

した貸し付けを行う仕組みの新設を協議したが、実質的な没収に当るとの懸念がベルギー

から上がり、合意できなかった（注 36）。 

その後 EU は、代替案として、ロシア中央銀行の凍結資産の運用益を活用し、2026 年及

び 2027 年にウクライナに 900 億ユーロの融資を行うことを決定した（注 37）。これは、運用

益は国家免除原則の対象とならないとの理解に基づいている（注 38）。また、ウクライナはロ

シアから賠償を受け取った後に返済することとなっており、その意味で可逆的な仕組みと

なっている（注 39）。しかしロシア中央銀行は、融資は国際法に違反しており仲裁を含めあら

ゆる手段で対応すると反発している（注 40）。また、運用益が国家免除の原則の対象とならな

いとの考えが慣習国際法の規則となっているかについては異論もある。いずれにせよ、ロ

シア中央銀行が投資協定仲裁を付託できるかには疑問もあり、また仮に仲裁に付託したと

しても第 18 次制裁を踏まえればその実効性は限られる。 

 

2．ロシアの制裁対抗措置 

ウクライナ戦争に関連する西側諸国の経済制裁をめぐっては、ロシアが様々な対抗的な

制限措置を発動している。 

すなわちロシアは、ロシア制裁を発動した日本を含む西側諸国を「非友好国」と指定し、

「非友好国」の組織（企業を含む）や個人に対して貿易や投資を制限する様々な措置を発動
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している（注 41）。制裁対抗措置は、WTO 協定や IIAs に違反するとの指摘もあるが、制裁対

抗措置は国際法上正当化されない経済制裁措置への対抗措置と主張される可能性もある（注

42）。 

たとえばロシアが 2023 年 4 月に採択した大統領令 302 号は、ドイツの電力会社ウニパ

ー（Uniper）社が在ロシアのウニプロ（Unipro）社に有する株式とフィンランドの電力

会社フォータム（Fortum）社が在ロシアの PAO フォータム社に有する株式を一時的な管

理下に置くことを決定した（注 43）。 

大統領令 302 号をめぐっては、フォータム社が Netherlands – Russia BIT 及び Sweden 

– Russia BIT に基づき投資仲裁を申し立てており今後の動向が注目される（注 44）。またウ

ニパー社は仲裁申立てには至っていないものの、紛争通知を提出しており、今後仲裁に付

託される可能性もある（注 45）。 
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第 5 章 法の変動期におけるトランプ関税の位置（注 1） 

長崎県立大学 国際社会学部  

准教授  平見  健太 

第 1 節 はじめに 

第二次トランプ政権の誕生以来、いわゆるトランプ関税の発動により米国は一挙に高関

税国と化し、世界最大の市場はその環境が一変した。本関税政策については、世界中の企

業が何らかの経済的影響を被っており、サプライチェーンの再編やコスト上昇分の価格転

嫁等が進めば、消費者への影響も拡大してゆくことになる。ところでトランプ関税は、そ

の一方的で恣意的な内容により、後述する通り国際法上の種々のルールに違反することが

明白である。にもかかわらず、当の米国が関連ルールとの整合性を顧慮していないばかり

か、多くの貿易相手国も、トランプ関税の違法性を問うよりも、二国間交渉を通じて政治

的な解決を模索したり、報復関税などの手段で応酬することで何らかの妥協点を見出そう

としている。トランプ関税をめぐるこのような諸国の姿勢・動向を、国際法上どのように

理解すればよいのだろうか。本稿では、トランプ関税を後述する動的紛争論の枠組みで捉

え直すことにより、法の変動期において同関税が果たしうる役割を探ることとしたい。 

第 2 節 トランプ関税の構造と背景 

第二次トランプ政権のもとで展開される関税政策を米国の根拠法令別に整理してみると、

大要つぎの 3 つに類型化できる。第 1 に、1962 年通商拡大法 232 条（注 2）にもとづく追加

関税措置である。通商拡大法 232 条は、ある産品の輸入が米国の国家安全保障を損なうお

それがある場合に、当該産品に対して関税引き上げ等の輸入制限措置をとる権限を大統領

に付与する規定である。トランプ政権は 232 条にもとづき、鉄鋼・アルミ製品、自動車・

同部品、銅、木材・木材製品、トラック、半導体などに次々と追加関税を発動している。

そのほかにも、医薬品、重要鉱物、民間航空機などの品目が更なる 232 条調査の対象とな

っている。 

第 2 に、1974 年通商法 301 条（注 3）にもとづく追加関税措置である。通商法 301 条は、

ある国の不公正貿易慣行が認定される場合に、当該慣行がもたらす歪曲効果と同等の制裁
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措置を課す権限を定めたもので、第一次トランプ政権時代に発動された対中追加関税が、

まさに 301 条にもとづくものであった。この対中関税は今日に至るまで継続しているが、

第二次トランプ政権下でも 301 条のもとで更なる対中関税の賦課が開始されたほか、新規

の 301 条調査も進行中である。 

第 3 に、国際緊急経済権限法（注 4）（以下、IEEPA）にもとづく追加関税措置がある。

IEEPA は、米国の国家安全保障、外交政策または経済に対する「異常かつ特別な脅威」が

存在し、大統領が当該脅威に対して国家緊急事態を宣言した場合に、輸出入を含む経済取

引を管理する広範な権限を大統領に付与するものである。第二次トランプ政権の発足以来、

IEEPA のもとで、不法移民やフェンタニルの流入阻止を目的とした追加関税がカナダ、メ

キシコ、中国に対して課されているほか、トランプ関税の中核をなすいわゆる相互関税も、

本法にもとづき運用されている。 

2025 年 4 月の発表以来、世界中を混乱させている相互関税は、他国の不均衡な関税率や

非関税障壁によってもたらされている米国の貿易赤字、米国製造業・防衛産業の空洞化な

どを国家緊急事態と捉え、各貿易相手国とのあいだで通商上の不均衡を是正する（相互性

の回復）とともに、製造業の国内回帰を実現しようとするものとされる（注 5）。こうした狙

いのもと、実質的にすべての国・地域から輸入されるほぼすべての産品に対して一律 10%

のベースライン関税を設定し、特に貿易赤字の大きい 69の国・地域に対しては、それぞれ

個別に算定された追加関税率を設定するという制度設計になっている（注 6）。 

上述のとおり、今般のトランプ関税政策の最大の特色は相互関税の導入にあり、かかる

関税措置は第一次トランプ政権時代には見られなかったものである。そこで、相互関税を

中心としたトランプ関税の特質を、第一次政権時代の関税政策との対比を通じて確認して

おきたい。 

第 1 に、関税措置の適用範囲・規模の広範さが挙げられる。相互関税は、同盟国・非同

盟国の区別なくほぼすべての貿易相手国に対して発動し、なおかつ、ほぼすべての産品が

課税の対象となっている。第一次トランプ政権の関税政策が対中関税を中心に据えたもの

で、課税対象の産品も限定されていたこととは対照的である。 

第 2 に、政策目的の混乱である。とりわけ相互関税をめぐっては、通商関係における公

正性・相互性（reciprocity）の回復といった米国に馴染みの主張にはじまり（注 7）、より具

体的なレベルでは、貿易赤字の解消、国際収支のリバランス、相手国の市場開放、製造業

の国内回帰、防衛産業の再興、国内減税のための財源化など、ケースバイケースで異なる
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理由付けが持ち出されている。この点に関しては、政策目的自体の合理性や、関税という

手段によってこれら複数の目的を同時に達成しうるのかなど疑問点が多く、関税措置を支

える論理に混乱が見られる。 

第 3 に、関税政策の不確実性・予測不可能性がきわめて高いことが挙げられる。相互関

税に限ってみても、2025 年 4 月の発表以来、度重なる政策変更が行われており、貿易相手

国の反応や市場の反応をふまえ関税率自体も頻繁に変更される状況にある。トランプ政権

が自らの関税政策を十分コントロールできていないことは、上述した政策目的の混乱と無

縁ではないと思われるが、いずれにせよ、こうした高度な不確実性の存在が、企業の長期

的経営判断を困難にしているのである。 

問題は、以上のような関税政策がなにゆえ米国社会で支持されるのかである。その背景

には、新自由主義に根ざした経済的グローバル化とそれを支えてきた現行の通商秩序、自

由貿易体制に対する米国社会の根強い不信が存在する（注 8）。すなわち、WTO を中核とす

る現行の自由貿易体制は、全体としての富の最大化には寄与してきた一方、獲得した富の

国内における再分配までは保証してこなかったのであり、このことが各国内における経済

格差の拡大をもたらす一因となってきた。わけても米国では、1990 年代から 2000 年代に

かけて中国からの輸入拡大により自国の製造業が衰退し多くの雇用が失われたこと、さら

にこうした影響が、製造業の盛んだった米国中西部のいわゆるラストベルト地域に集中し

ていることが研究を通じて実証されている（注 9）。 

それゆえ今日の米国には、輸入拡大を忌避し製造業の復活を謳うトランプ関税政策が支

持を集めやすい社会構造が存在するといえる。そしてかような社会構造が背景にある限り、

米国は誰が大統領になろうとも、程度の差こそあれ、保護主義的な関税政策が継続する

（政治的に撤回できない）ことになると思われ、従来型の自由貿易体制支持に回帰するこ

とも当然期待できないであろう。 

要するに、トランプ関税の背後にある米国の問題意識
．．．．

自体は無視できないものがあり、

現に諸国も多かれ少なかれ同様の社会課題を抱えているわけであるが、そうした課題への

対処方法
．．．．

に経済学的・法学的立場からみて難がある、ということである。 

第 3 節 動的紛争論によるトランプ関税の把握 

以上のようなトランプ関税は、国際法、とくに国際経済法上の様々なルールに違反しう
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る。WTO 協定を例にとると、米国の WTO 協定上の譲許税率の平均は、2025 年時点で

3.4％であるが、上述した相互関税のメカニズムをふまえると、現在の米国は多くの品目で

譲許税率を上回る関税を実際に課していることになる。このような譲許税率を超える関税

の賦課は、GATT2条に違反する。また、相互関税のもとでは、全世界一律のベースライン

関税に加え、貿易相手国ごとに算定された追加関税率も併せて賦課されており、このよう

に国別に異なる関税率を設定することは、差別待遇を禁止する GATT1 条 1 項の最恵国待

遇原則に違反する。こうした違法性の懸念に対し、米国は、相互関税が国家緊急事態のも

とで採られた措置であるがゆえに、GATT21 条の安全保障例外にもとづき正当化されると

の立場を一応示してはいるが（注 10）、WTO 紛争処理先例における GATT21 条解釈の傾向を

ふまえると、同規定を完全な自己判断規定として解釈し続ける米国の主張が認められる可

能性は低い。 

ここで注目されるのは、トランプ関税が国際法上の種々のルールに違反することは以上

のとおり瞭然としているにもかかわらず、米国がルールとの整合性をとくに顧慮していな

いばかりか、多くの貿易相手国も米国の関税措置の違法性を問うのではなく、関税交渉等

を通じて政治的な解決を図ろうとしている点である。むろん、中国やカナダ、ブラジルの

ように米国を WTO 紛争処理に提訴する例も一部でみられるものの、これらの国も同時並

行で報復関税や交渉による解決を模索しており、WTO 紛争処理の利用はいわば牽制のよ

うなものにすぎない。このような関係諸国の姿勢・動向を、国際法上どのように理解すれ

ばよいのだろうか。 

トランプ関税をめぐる今般の法状況を理解するうえで有用と考えられるのが、動的紛争

論の枠組みである。この議論は、国際紛争を静的紛争と動的紛争に区別するもので、静的

紛争とは、現行法規の妥当性を前提にその解釈適用を争う紛争を指すのに対し、動的紛争

とは、国際関係の変動のなかで既存の法秩序そのものの妥当性に疑問を抱いた当事者が、

現行法規の解釈適用を争うのではなく、現行法規を拒否しその変更を要求することから生

じる紛争を指す（注 11）。 

動的紛争の発生には、国際社会の分権的構造が大きく関係している。すなわち、社会の

変動によって社会実態と法のあいだに乖離が生じ、現行法規そのものの改廃につながる要

求や利害衝突が発生するような場合、国内社会であれば、立法過程を通じた法の変更・創

造により一般的に解決されるのが普通である。ところが、分権的な国際社会にあっては、

この種の問題を受けとめる統一的な立法機関が存在しないため、本来であれば立法過程を
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通じて一般的に解決されるべき問題が、個々の当事者間の紛争の形態をとって立ち現れる

ことになる。また、諸国が主権平等のもとで併存関係にありながらも、現実には政治的・

経済的・軍事的に不均衡な関係にあることも、動的紛争の発生を避けがたいものにしてい

る。 

動的紛争論の枠組みでトランプ関税に関する動向を捉えてみると、同関税政策は、通商

秩序の在り方をめぐる動的紛争の契機をなすものとして機能していることが分かる。米国

は、WTO を中心とした現行の通商秩序が、今日の自国の社会状況を生み出す要因となっ

てきたこと、そしてとくに中国のような非市場経済国の慣行を法的に制御できないまま今

日に至っていることなどから、かねてより現行秩序の妥当性に異議を唱えており、こうし

た不満を背景にトランプ関税が登場してきたことは既に指摘した。実際、グリア米国通商

代表は 2025 年 8 月のニューヨーク・タイムズ紙への寄稿で、WTO を基軸とする現行の通

商秩序が持続不可能な状態にあるとして批判しつつ、相互関税を契機に開始された各国と

の二国間交渉を「トランプ・ラウンド」と名付け、その過程を通じて、ブレトンウッズ体

制以来続く現行秩序から「ターンベリー体制」なる新しい通商秩序へ移行してゆくことを

構想している（注 12）。この構想がそのまま実現するかどうかはともかく、トランプ関税政策

が現行秩序の変更要求を伴うものであることは、ここから明らかであろう。 

このような米国の姿勢は、より具体的な現行法規の拒否としても現れている。その最た

る例が、戦後通商秩序の根幹をなす最恵国待遇原則の否定である。2025 年 12 月に米国は、

最恵国待遇原則の妥当する時代は過ぎ去ったとし、通商関係の相互性確保のためには、異

なる貿易相手国にはそれぞれ異なる待遇を与えることが可能でなければならないとする見

解を WTO の場で公表した（注 13）。この発想が、最恵国待遇原則を真正面から否定する相互

関税の基盤をなしていることは言うまでもなく、ここからも、トランプ関税政策が現行法

規を拒否し、その変更を要求する動きの一環であることが理解されるだろう。 

これに対し、米国と対峙する他の貿易相手国も、トランプ関税を動的紛争の契機と解す

るからこそ（より正確には、米国の提起した動的紛争の土俵に乗らざるを得ないからこ

そ）、現行法規の解釈適用を争点化するのではなく、現行法規を半ば度外視するかたちで

交渉や報復関税などの手段を通じて将来の均衡点を模索しようとしているのである。 

実際、トランプ関税を契機とする動的紛争の過程から、方向性は一様でないものの、今

後の通商秩序に影響を及ぼしうる様々な法の動きが生じつつある。たとえば、相互関税発

表後の二国間交渉を通じて、米国は、マレーシア、カンボジア各々とのあいだで、前例の
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ない経済安全保障条項を含む通商協定を締結した。その主な内容は、米国の採る経済安全

保障上の措置への協力義務を設けたり、米国の利益を損なうおそれのある新規の FTA を両

国が締結した場合、米国は各々との協定を一方的に破棄しうるというものである（両協定

の 5.1 条〜5.3 条）（注 14）。とりわけ後者の規定は、東南アジア諸国の中国接近を阻止するこ

とを念頭に置いたものと解され、その強圧的な内容に批判も生じているが、いずれにせよ、

この種の新奇な規定がトランプ関税をきっかけに出現したという事実が重要であり、他国

の反応次第では他の通商協定へ波及してゆく可能性もある。 

また、このような動きとは反対に、トランプ関税を契機として各国が、不確実性の高い

米国市場への依存度を低減すべく、米国以外の国とのあいだで FTA 締結を加速させ始めた

ことも注目される。2025 年 4 月以降、EU が CPTPP との連携を提唱し、インドや東南ア

ジア、南米諸国との FTA 交渉も矢継ぎ早に加速させているのはその一例であり、日本もア

フリカ諸国との FTA 締結や連携に向けた検討を開始している。要するに、米国の提起した

動的紛争が、諸国をして米国を忌避させ、より安定的で信頼性のある自由貿易圏の形成に

目を向けさせているのである。 

第 4 節 おわりに 

本稿では、トランプ関税を動的紛争の契機として捉え直すことにより、法の変動期にお

ける同関税の位置づけを考察した。トランプ関税をめぐる状況は混沌としており、同関税

政策がこのままのかたちで今後も継続するのか、そして米国が構想するような秩序変更が

中長期的に実現するのかといった点も含め、先行きは見通せない。そこで最後に、今後の

動向を観察するうえでの留意点を指摘することとしたい。 

第 1 に、トランプ関税については、IEEPA にもとづく関税賦課の合憲性が米国最高裁に

て争われている最中であり、国内法上の法的根拠に疑義が生じている。仮に最高裁が違憲

の判断を出す場合、米政権は IEEPAにもとづく関税措置の見直しを迫られることになり、

その結果トランプ関税の勢いも衰えるかもしれない。とはいえ、本稿で指摘した米国社会

の事情が存在する限り、米国の問題意識が変わることはないはずであり、一方的かつ保護

主義的な関税政策も継続することになるだろう。具体的には、通商拡大法 232 条や通商法

301 条をこれまで以上に多用するか、大統領権限での関税賦課を可能とする他の根拠法令

（1974 年通商法 122 条など）の活用が検討される可能性がある。 
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第 2 に、トランプ関税を契機に、諸国の同調、応酬、反発の過程を経て今後国際平面で

何らかの法変更が生じうるとしても、そのための法的・制度的な受け皿が見当たらない、

という問題がある。米国は 1980 年代にも同じく単独主義に走り、通商法 301 条を駆使し

つつ GATT ルールの変更を要求した経緯があるが、当時はウルグアイ・ラウンド交渉が実

質的な受け皿となることで、諸国の角逐を通じた法の変更は WTO 協定として結実した。

今日、WTO を含めそのような法的・制度的受け皿になりそうなものは見当たらない。こ

のことが、トランプ関税を契機とする動的紛争の着地点を一層不明瞭なものにしている。 

 

【付記】 

本稿脱稿後の 2026 年 2 月 20 日、米国最高裁にて IEEPA 関税の違憲判決が下された。その結

果、相互関税を含む IEEPA 関税は無効となったが、トランプ政権は即座に通商法 122 条にも

とづく代替的な追加関税措置を発表し、一方的かつ保護主義的な関税政策を継続する姿勢を示

した。こうした動きは、本稿の分析を裏書きするものといえる。 

 

注 
 

1   本稿は、平見健太「動的紛争論からみるトランプ関税」『法学教室』2026 年 3 月号（2026 年）掲載予定

の原稿をもとに、加筆修正を施したものである。 
2    19 U.S.C. § 1862. 
3    19 U.S.C. § 2411. 
4    50 U.S.C. § 1701 et seq. 
5    Exec. Order No. 14257, 90 Fed. Reg. 15041 (Apr. 2, 2025). 相互関税率や対象産品の範囲は後の大統領令で
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第 6 章 国際通商と先住民例外： 
米墨 GM トウモロコシ紛争が示す課題 

静岡県立大学 国際関係学部 

准教授  石川 義道 * 

はじめに 

米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）（注 1）第 32.5 条は先住民例外を定めており、締

約国が「先住民に対する法的義務を履行するために必要と認める措置」を、仮にそれが他

の条項に違反する場合であっても、一定の条件下で採用することを認めている。USMCA

の前身である北米自由貿易協定（NAFTA）（注 2）には類似の規定は存在せず、当該条項は

USMCA の下で新たに導入されたものである。それは先住民の権利保護を理由とした例外

の範囲を拡大するものであり、通商協定における貿易自由化義務との調和を図るうえで、

重要な制度的革新として評価されている。 

しかしながら、2024 年 12 月に公表された米墨間の GM トウモロコシ紛争は、先住民例

外に対する肯定的評価に対する再考を迫るものである（注 3）。本件は、先住民例外が通商協

定の紛争処理手続において援用された最初の事例である。メキシコは、GM（遺伝子組み

換え）トウモロコシの輸入を制限する 2023 年大統領令（注 4）を公布したところ、USMCA

パネル手続で、ネイティブコーン（メキシコ在来のトウモロコシ品種（非 GM）で、先住

民が伝統的に栽培してきたもの）の遺伝的保護と、先住民の伝統的農業・文化の保護を理

由に、USMCA 第 32.5 条を援用した。しかしながら、かかる輸入制限は先住民に対して深

刻な経済的・社会的悪影響を与えることが、先行研究から明らかにされている。 

かかる事実は、USMCA 第 32.5 条の構造的問題を浮き彫りにする。同条項は、先住民に

対する義務の履行を理由に正当化される範囲を大幅に拡大したことで、実際には先住民を

経済的に害する措置であっても、先住民の権利保護の名の下で正当化されうる状況を生み

出した。そこで本稿は、米墨間の USMCA における GM トウモロコシ紛争を素材に、通商

協定における先住民保護例外のあるべき制度について、再検討を促すことを目的とする。 

第 1 節では、当該紛争の経緯、同条項をめぐるパネル判断などを概観する（注 5）。第 2 節
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ではUSMCA第 32.5条の規律内容、とりわけ正当化の対象となりうる範囲を分析したうえ

で、メキシコの GM トウモロコシ輸入制限が先住民に及ぼす社会経済的影響を検証する。

最後に、通商協定における先住民例外規定の望ましい形について、若干の提言を行う。 

第 1 節 GM トウモロコシ規制を巡る米墨紛争 

本件で米国は、遺伝子組換え（genetically engineered：GE）トウモロコシを対象産品

に位置づける。米国はそれを遺伝子改変生物（GMO）の一部と説明するが（注 6）、メキシコ

は 2023 年大統領令で「遺伝子組換え（genéticamente modificado）」という用語を用い（注 7）、

またパネル報告書でも「GM corn」という用語が用いられる（注 8）。実務上、両者はほぼ同

義とされるため、本稿では GM という表現を用いる。 

 

1．事実関係 

メキシコのトウモロコシの総消費量は約 46百万メトリックトン（以下、トン）であり（注 9）、

主にホワイトコーンとイエローコーンが消費される。両者は穀粒の色による分類であり、

品種と用途が異なる。まずホワイトコーンは、伝統的処理法（ニシュタマル化）により、

粉にしてトルティーヤ等のメキシコ料理の生地に使用される。メキシコは、ホワイトコー

ンの国内需要の 95%以上を自給しており、歴史的にトルティーヤ等のニシュタマル化製品

は非 GM ホワイトコーンのみで製造されてきた（注 10）。 

他方で、イエローコーンはもっぱら家畜飼料として、または加工食品（油、甘味料、ス

ナック類）の製造に使用される。もっとも、イエローコーンの国内生産は需要の約 20～

25%しか満たせないため、畜産業や加工産業の成長に伴って輸入への依存が増大しつつあ

る。メキシコは年間約 18～24 百万トンのイエローコーンを輸入しており、供給国別のシ

ェアは、米国が 88.3%を占める（注 11）。なお、2023/24 マーケティング年度（注 12）には、米

国からメキシコに 23.4 百万メトリックトンのイエローコーンが輸出された（注 13）。 

もっとも、米国で生産されるトウモロコシの約 90%が GM 品種（ほとんどが除草剤耐性

品種）であるため（注 14）、メキシコに輸出されるイエローコーンの大部分もGM品種と推定

される。米国がメキシコのトウモロコシ輸入市場を支配している背景には、地理的近接性、

豊富な輸出力、確立されたビジネス関係、そして両国のトウモロコシ部門と畜産部門を結
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ぶ高度に統合されたサプライチェーンといった要因がある（注 15）。 

 

2．問題となる措置 

2018 年 12 月に就任した AMLO 大統領は、先住民の権利保護と伝統的農業の維持を重視

しており、2020 年 12 月には大統領令（2020 年大統領令）が発出され、そこでは「食料安

全保障および食料主権への貢献、ネイティブコーン、ミルパ（トウモロコシを中心とした

伝統的混作農業システム）、生物文化資源、農村コミュニティ、食文化遺産、そしてメキ

シコ国民の健康」の保護を目的とし（注 16）、2024 年 1 月 31 日までに食用 GM トウモロコ

シを非 GM 品種に代替することを求めた。しかし、「食用」の範囲が曖昧であったため、

当該規定は米国産 GM トウモロコシであるイエローコーンの輸入制限につながる可能性が

あった（注 17）。 

そこで 2023 年 2 月 13 日には、新たな大統領令が発表された（2023 年大統領令）。第 1

に同令は、トルティーヤ等のメキシコ料理の生地製造用の GM トウモロコシの承認を取り

消し、また今後の承認しないよう当局に求めた（注 18）。ただし、そもそもメキシコでは国産

ホワイトコーンによって需要の 95%以上を賄っており、当該措置の米国産トウモロコシ輸

出への影響は限定的であった。 

第 2 に同令は、家畜飼料・加工食品製造用の GM トウモロコシについて、非 GM 品種に

段階的に代替するよう当局に求めた（注 19）。米国にとって最大の懸念は当該条項であり、米

国からメキシコへ輸出されるトウモロコシの大部分が家畜飼料用 GM イエローコーンであ

ったため、非 GM 品種への段階的な代替は米国輸出に重大な影響を与える可能性があった。 

2023年8月7日、米国はメキシコによる2023年大統領令に基づく2つの措置がUSMCA

に違反するとして、正式に紛争解決手続を開始した。両国間の協議が不調に終わると、

2023 年 11 月に USMCA 第 31 章に基づいてパネルが設置された。米国は、これらの措置

が適切なリスク評価なしに採られ、科学的証拠に基づいていないとして、USMCA9.6 条

（リスク評価）違反を中心に複数の SPS 章条項違反を主張した。 

 

3．パネル判断の概要 

パネルは、2023年大統領令にもとづくメキシコの措置がUSMCAのSPS章の諸規定に違
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反すると結論づけた。その核心は、メキシコが適切なリスク評価を実施していなかったと

いう点にある。パネルは、メキシコが提出した 2020 年科学的記録（2020 Dossier）および

SNIB データベースについて、「リスク評価の要件を満たしていない」と結論付けた（注 20）。 

これに対してメキシコは、仮に当該措置がUSMCAの SPS規定に違反するとしても、第

32.5条の先住民の権利例外により正当化されると主張した（注 21）。すなわち、GMトウモロ

コシの遺伝子流入によってネイティブコーンの遺伝的純粋性が失われ、結果として先住民

のアイデンティティおよび伝統的な種子交換慣行が破壊されるため、GM トウモロコシの

輸入制限が必要である、と主張した。同条項は、締約国が「先住民に対する法的義務を履

行するために必要と認める措置」をとることを、一定条件下で認める。パネルは、メキシ

コが先住民に対する法的義務を履行しようとする姿勢には敬意を示しつつも、メキシコが

主張する法的義務の存在自体については明確な判断を避けた（注 22）。むしろパネルは、メキ

シコの措置が同条項柱書の禁じる「偽装された貿易制限」を構成するか否かを検討した。 

パネルは、メキシコの主張に内在する矛盾を以下のように指摘した。メキシコは、ネイ

ティブコーンの「遺伝的完全性」を守るために措置が必要だと主張する。ところが実際に

は、措置は GM トウモロコシのみを規制対象とし、非ネイティブ・非 GM トウモロコシは

規制されていない（注 23）。しかしながら、従来型の交雑によっても、ネイティブコーンの遺

伝的完全性は同様に脅かされる。そこでパネルは、「メキシコは、GM トウモロコシからの

遺伝子導入がなぜネイティブコーンにとってより大きな脅威となるのか、一方で非ネイテ

ィブ・非GMトウモロコシとの交雑はそうではないのかを示していない」と指摘した（注 24）。

これに対し、メキシコは導入遺伝子による汚染と、自然な交雑を質的に区別しようとした

が、パネルはその区別を正当化する十分な科学的証拠が提示されていないと判断した（注 25）。 

またメキシコ国内では、モラトリアムにより GM トウモロコシの商業栽培は一切行われ

ていない。したがって、GM トウモロコシのみを規制する措置は、事実上、輸入 GM トウ

モロコシのみを標的とすることになる（注 26）。しかも 2023 年大統領令は「自給自足」を繰

り返し強調している（注 27）。以上の事実は、措置の真の目的が、先住民保護ではなく輸入制

限にあることを示している。 

さらにパネルは、メキシコの措置に 2 つの欠陥を指摘した。第 1 に、メキシコは問題の

根源に対処していない。遺伝子浸透の懸念が生じるのは、飼料・加工用として輸入許可さ
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れた GM トウモロコシが、国内で無許可栽培されることによる。この無許可栽培は、先住

民コミュニティの伝統的な種子交換慣行を通じて、輸入 GM トウモロコシが意図せず栽培

に転用されることで生じる可能性がある。ところがメキシコの措置は、輸入許可の取り消

しによってのみ遺伝子浸透への懸念に対処しようとしており、輸入後に国内で発生すると

されるこうした不正使用の問題には何ら対処していない（注 28）。 

第 2 に、メキシコは措置の必要性を裏付ける適切なリスク評価を実施していない。パネ

ルは、メキシコのリスク評価では、GM トウモロコシや遺伝子浸透自体が人間・植物の健

康や在来種の遺伝的完全性に悪影響をもたらすリスクがあると結論づける根拠が不十分で

あると判断している。メキシコの主張は GM トウモロコシが本質的に「間違っている」こ

とを前提としているが、適切なリスク評価その他の方法によってその有害性を証明できて

いない（注 29）。 

以上の理由から、パネルは本件措置を「偽装された貿易制限」を構成すると述べ、メキ

シコによる第 32.5 条による正当化を認めなかった（注 30）。 

 

4．履行状況 

2024 年 12 月 20日にパネル判断が発出されると、メキシコ政府は「パネルの判断を共有

しない」としつつも判断を尊重する姿勢を表明した（注 31）。締約国は、パネル報告の発出か

ら 45 日以内に紛争の解決に合意するよう努めることを義務づけられている（注 32）。そして

2025 年 2 月 5 日、報告書発出の 2 か月前に就任したシェインバウム大統領の下、メキシコ

はパネルが違反と認定した 2023 年大統領令の該当部分の効力を停止する公式決定文書を

公布した（注 33）。米国通商代表部は同日、メキシコの措置を歓迎する声明を発表し、紛争が

解決された（注 34）。 

第 2 節 分析 

米墨 GM トウモロコシ紛争は、通商協定における先住民例外が初めて実際の紛争処理手

続の場面で援用された事例である。以下では、USMCA 第 32.5 条の規律内容を明らかにし

たうえで、メキシコの GM トウモロコシ輸入制限を分析することで、先住民保護を名目と

するはずの措置が、むしろ先住民に経済的に悪影響をもたらす場合があることを示す。 
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1．規律内容 

USMCA 第 32.5 条は締約国に、「先住民に対する法的義務を履行するために」必要と認

める措置であれば、仮にそれが USMCA の他の条項に違反するとしても、一定の条件下で

採用することを認めている。これは主に、国内法体系に根ざした先住民に対する保護が、

貿易協定上の義務によって制約されることを回避するために導入された規定である。 
 

第 32.5 条 先住民の権利 

この協定の規定は、締約国が先住民に対する自国の法的義務を履行するために必要と認める

措置を採用し、又は維持することを妨げるものと解してはならない。ただし、当該措置を、

他の締約国の者に対する恣意的若しくは正当と認められない差別の手段となるような方法

で、又は物品・サービス貿易及び投資に対する偽装された制限となるような方法で、適用し

ないことを条件とする（注 7）。 

注 7：疑義を避けるため、カナダについては、法的義務には、1982 年憲法法第 35 条に

より認められ及び確認された義務又は中央政府若しくは地方政府と先住民との間の自治

協定に定められた義務が含まれる。（下線は筆者） 

 

(1)  先住民に対する法的義務 

締約国の「先住民に対する法的義務」の内容について、本件パネルは詳細に検討してい

ない。この点、同条項には脚注 7 が付されており、カナダについて「法的義務には、1982

年憲法法第 35条により認められ、確認された義務、または中央政府若しくは地方政府と先

住民との間の自治協定に定められた義務が含まれる」と定められる。そこで以下では脚注

7 の検討を通じて、同条項の「先住民に対する法的義務」の内容を明らかにする。 

 

1)  メキシコの主張 

本件におけるメキシコの主張は以下の通りである。第 1 に、ネイティブコーン、ミル

パ（伝統的混作システム）、生物文化資源、および農民コミュニティの保護は、先住民

に対する法的義務の履行に直接関連し合理的に結びついている。第 2 に、輸入 GM トウ

モロコシがネイティブコーンに遺伝子流入すると、ネイティブコーンの遺伝的純粋性が

失われ、先住民のアイデンティティおよび種子交換慣行が破壊される（注 35）。したがって、

GM トウモロコシ輸入制限措置は先住民の権利を保障するために必要である（注 36）。 

そこでメキシコは、先住民に対して負っている法的義務として、①国際条約（米州人権
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条約第 21 条（注 37）、ILO 第 169 号条約第 2 条（注 38））、②メキシコ憲法第 2 条（注 39）、③ネ

イティブコーン法第 2 条、④他の国内法を根拠に挙げた（注 40）。さらに同国は法的義務と

して、ネイティブコーン種子を先住民コミュニティ間で交換・共有する伝統的慣行を尊

重・保護する義務の根拠として、「先住民族の権利に関する国際連合宣言（UNDRIP）」第

31条（注 41）および「小農と農村で働く人びとの権利に関する国際連合宣言」第 19条（注 42）

を援用した（注 43）。 

脚注 7 は、カナダの法的義務について説明するが、そこに「1982 年憲法」と定められ

ていることからも、ここに憲法上の義務が含まれることに争いはないであろう。むしろ

問題となるのは、そこに①条約上の義務、②国際慣習法上の義務、③法的拘束力を持

たない国際文書に由来する義務が含まれるかである。なお、本件パネルはこの点につい

て具体的な判断を行っていない。 

 

2)  「法的義務」の内容 

第 1 に、条約上の義務については、条文上明示的な制限がない以上、含まれると解す

るのが自然である。メキシコ憲法第 133 条は、憲法、連邦法、条約を「国の最高法規」

と定めており（注 44）、批准済み条約は国内法化のプロセスを経ずとも直接の法的効力を有

する。したがって、メキシコのように一元論的アプローチを採用する国では、批准済み

条約に基づく義務は 32.5 条の法的義務に該当すると解される（注 45）。ただし、二元論を

採用する国が条約を国内法化していない場合は問題となる。32.5 条は法源を限定してい

ないため国際法上の義務も含まれうるが、国内法化を怠った状況で貿易制限措置を正当

化できるとすれば、条約実施義務を弱体化させるという批判もありうるだろう。 

第 2 に、国際慣習法については国家実行と法的確信（opinio juris）によって成立し、

条約を批准していない国をも拘束する。先住民の権利に関しては、自己決定権や文化的

権利の一部が国際慣習法として確立しつつあるとの見解もある。UNDRIP の一部規定は

既存の国際慣習法を反映しているとの主張もあり（注 46）、また総会決議は国際慣習法の形

成過程において証拠としての役割を果たしうる（注 47）。仮に特定の先住民の権利が国際慣

習法として確立していると認められる場合、それは 32.5 条の法的義務に含まれると解さ

れる。しかし、国際慣習法の内容および範囲を特定することは困難であり、援用する側

に立証責任が課される（注 48）。 
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第 3 に、UNDRIP や小農宣言のような法的拘束力を持たない国際文書が、国内法化を

通じて間接的に「法的義務」を基礎づける場合がある。これらの宣言に基づいて国内法

が制定・改正された場合、その国内法が 32.5 条の法的義務の根拠となりうる。他方で、

国内法化を経ていない場合、ソフトローそれ自体を法的義務の根拠とすることは困難で

あろう。32.5 条が「法的義務」という文言を用いる以上、法的拘束力を持つ規範に限定

されると解するのが自然である。 

 

(2)  正当化の対象 

USMCA 第 32.5 条の正当化の対象は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先

進的な協定（CPTPP）（注 49）第 29.6 条と対比することで、明確になる。以下、比較検討を

行う。 

 

1)  CPTPP 

ニュージーランドは、1840 年のワイタンギ条約（注 50）に基づく先住民マオリへの義務

を履行するため、2001 年以降に締結した貿易協定に「ワイタンギ例外」と呼ばれる例外

条項を挿入してきた（注 51）。CPTPP 第 29 章（例外と一般条項）の第 29.6 条は、以下の

ように定める。 
 

第 29.6 条 ワイタンギ条約 

この協定の規定は、ニュージーランドが、ワイタンギ条約に基づく義務の履行を含め、

この協定の対象となる事項に関してマオリに対してより有利な待遇を与えるために必要

と認める措置を採用することを妨げるものと解してはならない。ただし、当該措置を、

他の締約国の者に対する恣意的若しくは正当と認められない差別の手段となるような方

法で、又は物品の貿易、サービスの貿易及び投資に対する偽装された制限となるような

方法で、適用しないことを条件とする。（下線は筆者） 

 
ここでニュージーランドは、「マオリに対してより有利な待遇を与えるために必要と

認める措置」であれば、一定の条件下で採ることが認められている（注 52）。注目すべきは、

ここで正当化される措置が「マオリに対してより有利な待遇を与えるために必要と認め

る措置」に限定されている点である。ワイタンギ例外によって正当化されうる措置とし

て、以下のような例が挙げられる。 
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第 1 に、政府調達におけるマオリ企業への優先的発注である。ニュージーランド政府

は 2020 年 12 月にプログレッシブ調達政策を導入し、全政府機関の年間調達契約の少な

くとも 5%をマオリ企業に配分することを義務付けた（注 53）。その結果、締約国の供給者

（たとえば豪州や日本の企業）に対してマオリ企業を優遇的に扱うことは、「同様の状

況にある供給者」間での差別的取扱いに該当しうるものの、第 29.6 条によって正当化さ

れうる。 

第 2 に、漁業資源の配分におけるマオリへの優遇措置である。1992 年ワイタンギ条約

漁業権請求和解法（注 54）に基づき、クォータ管理制度に新たに追加される魚種について、

その商業漁獲割当の 20%がマオリに自動的に優遇配分されることになった。その結果、

外国投資家（たとえば日本の水産会社）がこれらのクォータを取得する機会が制限され

るため、投資章における内国民待遇義務に抵触する可能性がある。しかし、当該差別的

な措置もまた、ワイタンギ例外として正当化されうる。 

以上の例からも明らかなように、第 29.6 条で正当化される措置は「マオリに対してよ

り有利な待遇を与えるため」という目的要件に拘束される。したがって、同条項によっ

て正当化されるのは、マオリと非マオリ（または外国人）との間に差別的取扱いを設け

ることで、マオリに対して積極的に「より有利な待遇」を付与する措置に限定される。

他方で、先住民の文化的権利や伝統的知識の保護を目的とするための措置であっても、

それがマオリに対して「より有利な待遇を与える」という形をとらない限り、第 29.6 条

による正当化の射程外となる（注 55）。 

 

2)  USMCA 

これに対して USMCA 第 32.5 条では、CPTPP 第 29.6 条に含まれる「より有利な待

遇を与えるために」という目的を限定する文言が削除され、代わりに「締約国が先住民

に対する法的義務を履行するために必要と認める措置」という要件が採用された。この

変更により、単に先住民に優遇措置を与えるという措置だけでなく、先住民に対する法

的義務を履行するのに必要な措置一般が、通商協定に妨げられることなく採用できるこ

ととなった。そのため、先住民族の権利拡大という観点から、これを好意的に評価する

見解が大半である（注 56）。同条項によって正当化される措置として、以下 3 つの類型が考

えられる。 
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第 1 に、一般的な規制や禁止から先住民の伝統的活動を除外する措置がありうる。

USMCA 第 24.10 条は大型鯨類の商業捕鯨を原則禁止するが、先住民による捕鯨は適用

除外とされている。このような措置は、先住民に積極的な優遇を与えるものではなく、

一般的禁止を「適用しない」ことで伝統的生活様式を保護するものであるため、CPTPP

の下での正当化は困難である。他方で、憲法上の権利やUNDRIPに基づく文化的権利保

護義務を履行するための除外措置として、USMCA 第 32.5 条の下では正当化されうる。 

第 2 に、環境保護や文化保全を目的とする規制的措置である。USMCA 環境章は、先

住民コミュニティにおける環境の重要性と、生物多様性保全に貢献する先住民の伝統的

知識を尊重することの重要性を確認している（注 57）。これを背景に、たとえば、先住民の

伝統的土地や文化的に重要な生物資源を保護するための開発制限、在来種保護のための

遺伝子組換え生物の導入制限などが考えられる。これらは、先住民に対する優遇措置で

はなく、先住民の権利を脅かす活動を制限する措置である。メキシコの GM トウモロコ

シ輸入制限措置は、在来種保護と先住民コミュニティの文化的権利保護を目的とするも

のであり、この類型に含まれる。 

第 3 に、文化的に重要な資源への外国投資を制限する措置である。たとえば、先住民

にとって精神的・文化的に重要な土地や水資源への外国投資を制限する措置、あるいは

先住民の伝統的知識や生物遺伝資源へのアクセスを規制する措置が考えられる。このよ

うな投資制限措置は、先住民に対して「より有利な待遇を与える」ものではないため、

CPTPP 第 29.6 条の下での正当化は困難である。他方で、先住民の自己決定権や文化的

権利を保護するための投資規制として、USMCA 第 32.5 条の適用対象となりうる（注 58）。 

 

2．GM トウモロコシの輸入制限の影響 

前節で述べたように、USMCA 第 32.5 条は CPTPP と比べて先住民保護の範囲を拡大す

るものとして、好意的に評価される傾向がある。実際にメキシコは同条を援用し、GM ト

ウモロコシの輸入制限について、先住民の伝統的な農業と文化の保護を理由に正当化され

ると主張した。しかしながら、先住民の伝統・文化を保護するための貿易制限が、むしろ

先住民に対して経済に悪影響をもたらす場合があることを、以下では指摘する。 
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(1)  先住民の経済状況 

メキシコ先住民が置かれている経済状況であるが、2016 年時点で先住民の 77.6%が貧困

状態にあり、さらに 34.8%は極貧状態にある。これに対して、非先住民では貧困率が

41.0%、極貧率が 5.8%とされ、両者間の極貧率の格差は約 6 倍に相当する（注 59）。この格

差は地理的に偏在しており、南部のチアパス州（先住民人口比率約 28%）、オアハカ州

（同約 66%）、ゲレーロ州（同約 16%）といった先住民人口が集中する地域では（注 60）、

2020 年時点で貧困率が 66.4～75.5%に達している（注 61）。 

この経済的困窮は、食料安全保障の危機として現れる。メキシコでは、人口全体の 10%

以上が十分な食料へのアクセスを欠いているとされ、先住民が集中する最貧 9 州ではこの

割合が 20～30%に上昇する（注 62）。また、最低所得層は収入の 52%を食費に費やしており、

先進国の平均的な食費支出割合（10～15%）と比較して、主食価格の変動に極めて脆弱で

ある（注 63）。 

先住民コミュニティの経済的脆弱性は、複数の要因に起因する。第 1 に、地理的・経済

的な要因である。先住民の多くは小規模農業や零細畜産業に従事し、市場経済への統合度

が低く、価格変動への対応能力が限られている。先住民が集中する南部諸州は経済発展が

遅れ、インフラや公共サービスへのアクセスが制限され、就業機会も乏しい（注 64）。第 2 に、

教育格差である。2015 年時点で南部 3 州の非識字率は、チアパス州 13.7%、オアハカ州

11.8%、ゲレーロ州12.5%に上り、全国平均4.7%を大きく上回る（注 65）。これらの要因が相

互に作用し、先住民の経済的脆弱性が固定化されている。 

 

(2)  価格高騰による影響 

このような脆弱な経済基盤を持つ先住民コミュニティに対し、GM トウモロコシの輸入

禁止がもたらす影響は大きいと見積もられる。World Perspectives Inc.は、メキシコ政府

が飼料用・食用の両方について GM トウモロコシの輸入を全面的に禁止し、さらに GM ト

ウモロコシ由来製品（甘味料、コンスターチなど）も禁止するという前提で、その経済的

影響を推計している（注 66）。その分析によれば、輸入禁止によってメキシコの主食であるト

ルティーヤの価格は 1 年目に 16%、2 年目には 22%、3 年目には 30%上昇し、10 年間の平

均で 16%の上昇が見込まれる（注 67）。 
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この主食価格の上昇は、先住民コミュニティに大きな影響を与える。同報告書は「トウ

モロコシ価格は、この人口層にとって食料アクセスを示す最も重要な単一指標である」と

指摘する（注 68）。トルティーヤは 1 日平均 6 個消費され、1 日のエネルギー摂取量の 15%以

上を占める（注 69）。先住民を含む最低所得層がその収入の52%を食費に充てている状況で、

トルティーヤ価格の 16%上昇（10 年平均）は、先住民の食料安全保障を脅かすものといえ

る。 

経済的影響であるが、輸入禁止による飼料コストの上昇により、畜産業は 10年間で鶏肉

生産が 17%、豚肉生産が 13%縮小し、また産業全体で年間 31,375 人の雇用が失われると

される（注 70）。また、トルティーヤ価格上昇、穀物分離・検査コスト、畜産業縮小の累積効

果により、メキシコ経済は 10年間で GDP が 117.2億ドル減少し、年間 56,958人の雇用が

失われると予測される（注 71）。先住民コミュニティは、低所得、高い食費依存、限られた就

業機会、先住民が集中する南部地域の経済的脆弱性により、もっとも強く影響を受けるこ

とになる。 

輸入禁止は栄養面でも深刻な影響をもたらす。鶏肉はメキシコで最も広く消費される動物

性タンパク質源であり、特に低所得層にとって重要とされる（注 72）。しかし、輸入禁止によっ

て鶏肉価格が 66.7%上昇すると（餌代が高騰するため）、メキシコ人の 1 人当たり鶏肉消費量

は現在の 38.15 kg から 29.79 kg へと減少し、13 年前の水準に後退すると予測される（注 73）。

メキシコ人の動物性タンパク質摂取量（1日 44g）は既に推奨摂取量（男性 56g、女性 46g）

を下回っており、この減少は、特に妊婦・授乳中の女性の健康リスクを高める（注 74）。先住

民女性について既に栄養不足のリスクが高く、状況はさらに悪くなる。 

おわりに：提案 

USMCA 第 32.5 条は、CPTPP 第 29.6 条が定める「より有利な待遇を与えるために」と

いう限定的な文言を削除し、「先住民に対する法的義務を履行するために必要と認める措

置」という要件を新たに採用することで、正当化される措置の範囲を拡大した。この変更

は、先住民の権利保護という観点から学術的に肯定的な評価を受けてきた。 

しかしながら、この正当化範囲の拡大は、意図せざる帰結をもたらす可能性があること

を指摘しておきたい。CPTPP では、「より有利な待遇を与える」という要件により、政府
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調達における先住民企業への優先発注や漁業資源の優先配分など、先住民に対する積極的

な経済的利益の付与が明確に想定される措置に、正当化の範囲が限定されていた。これに

対し、USMCA 第 32.5 条の下では、先住民に直接的な経済的利益を与えない規制措置も正

当化の対象となるため、当該措置が先住民コミュニティにもたらす経済的影響を度外視し

たまま、先住民保護の名目で実施されてしまうリスクを伴う。 

メキシコによる GM トウモロコシ輸入制限は、この問題を端的に示している。メキシコ

政府はネイティブコーンの遺伝的保護と先住民の伝統的農業・文化の保護を理由に

USMCA 第 32.5 条による正当化を主張した。しかしながら、前節で検討したように、かか

る輸入制限は、先住民保護を名目としつつ、皮肉にも先住民に深刻な悪影響をもたらしう

るという逆説的な状況をもたらすものである。 

このような逆説は、USMCA 第 32.5 条の構造的問題を浮き彫りにする。同条項は、措置

が「先住民に対する法的義務を履行するために必要」であるか否かを判断基準とするが、

当該措置が先住民コミュニティに実際にもたらす社会経済的影響を考慮することを求めて

いない。その結果、文化的権利の保護を名目とする措置が、経済的には先住民を害する場

合であっても、形式的には第 32.5 条の要件を充足しうる設計となっている。 

この問題を回避する一つの方途は、CPTPP 第 29.6 条のように、正当化される措置を

「より有利な待遇を与える」措置、すなわち先住民に対する積極的な経済的利益の付与が

想定される措置に限定することである。このアプローチの下では、政府は先住民保護措置

の経済的影響を事前に評価した上で、実際に先住民に利益をもたらす措置に限定して援用

することが想定される。このアプローチは正当化範囲を狭めるものの、名目上の保護措置

が、実質的に被害をもたらすという逆説を防ぐことができる。 

以上の検討は、USMCA 第 32.5 条の正当化範囲の拡大を肯定的に評価してきた従来の学

説に対し、再考を促すものである。先住民の権利を実質的に保護するためには、正当化範

囲の拡大ではなく、むしろ CPTPP 第 29.6 条のような限定的アプローチの方が望ましい可

能性がある。メキシコの GM トウモロコシ輸入制限は、この観点からの USMCA 第 32.5

条の再検討の必要性を示唆するものである。 
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